
令 和 ８ 年 ３ 月 2 7 日 

水管理・国土保全局上下水道企画課 

道 路 局 路 政 課 

「下水道法等の一部を改正する法律案」を閣議決定 

～強靱で持続可能な下水道の実現及び安全かつ円滑な道路交通の確保に向けて～ 

 

 

 

 

１.背景 

令和７年１月に埼玉県八潮市において、老朽化した下水道管の破損に起因する大規模な道路陥事故が

発生しました。施設の老朽化や職員数の減少等を受け、下水道の事業環境は厳しさを増している状況で

す。加えて、下水道管路をはじめとする道路下の埋設物について適切な維持管理も必要です。 

こうした状況を踏まえ、強靱で持続可能な下水道の実現に向けた維持管理・改築の実施及び事業基盤

の強化、安全かつ円滑な道路交通の確保を図ることが必要です。 

 

２.法律案の概要 

（１）安全性確保を最優先する下水道マネジメントの確立 

① 施設の安全性を評価する診断の基準を法制化 

② 下水道管理者による維持管理状況（診断結果等）の公表を義務付け 

③ 下水道の構造について、点検・修繕・改築や災害・事故時の応急措置の容易性を考慮すべきこと

を原則化 

④ 下水道管理者による施設の計画的な改築の実施及び収支見通しの作成・公表を努力義務化 

⑤ 下水道の点検に関して道路管理者の協力が必要な事項を下水道の事業計画に位置付け 

（２）道路地下空間の安全性確保 

① 道路占用者と道路管理者との間で「占用物件等維持修繕協定」を締結し、道路や占用物件の点検

や修繕等を連携して行うことができる制度を創設 

② 占用許可制度を見直し、占用許可申請書の記載事項に占用物件の維持管理に関する事項を追加す

るとともに、道路の地下に埋設する占用物件の工事完了時の届出（竣工図等の提出）を義務付け 

（３）下水道マネジメントを支える基盤の強化 

① 法律の目的に「下水道の基盤の強化」を明示するとともに、国の基本方針を創設 

② 都道府県による複数の下水道管理者の連携の推進のための計画策定の制度を創設 

③ 公共下水道を都道府県が管理できる制度や、管理者間の協議により点検・修繕・改築を他の自

治体が代行できる制度を創設 

④ 災害・事故時における都道府県による公共下水道の復旧工事の代行制度を創設するととともに、

災害時の関係者連携の責務を明確化 

⑤ 改築資金を含む下水道使用料の算定の考え方を明確化 

⑥ 人口減少を踏まえた下水道区域の見直しに必要な規定の整備 

 

強靱で持続可能な下水道の実現に向けた維持管理・改築の実施及び事業基盤の強化、安

全かつ円滑な道路交通を確保するための「下水道法等の一部を改正する法律案」が本日閣

議決定されました。 

【問合せ先】 

＜全般、２（１）・（３）関係＞ 

水管理・国土保全局上下水道企画課 藤原、小原 

代表 03-5253-8111（内線 34122、34114）、直通 03-5253-8427 

＜２（２）関係＞ 

道路局路政課 片岡、只埜、加藤、杉﨑、松﨑 

代表 03-5253-8111（内線 37333、37337）、直通 03-5253-8480 



● 下水道法等の一部を改正する法律案

法案の概要

背景・必要性
○ 令和７年１月に埼玉県八潮市で老朽化した下水道管の破損に起因する大規模
な道路陥没事故が発生。施設の老朽化、職員数の減少等を受け、下水道の事業
環境は厳しさを増している状況。
○ 下水道管路をはじめとする道路下の埋設物について適切な維持管理が必要。
⇒ 強靱で持続可能な下水道の実現に向けた維持管理・改築の実施及び事業
基盤の強化、安全かつ円滑な道路交通を確保するための措置を講ずる必要。

①確実な老朽化状況の把握 【下水道法】

老朽化に伴う管路の安全性（状態と対策の要否）を評価する診断の基準を法制化
※併せて、政令等で定める点検の頻度・方法の基準を見直し

(本来は市町村が管理する)公共下水道を都道府県（都道府県加入の一部
事務組合等を含む）が管理できる特例や、管理者間の協議により点検・修
繕・改築を他の自治体が代行できる制度を創設

３．下水道マネジメントを支える基盤の強化

法律の目的に「下水道の基盤の強化」を明示するとともに、国の基本方針を創設

①道路占用者と道路管理者の連携強化 【道路法】

下水道の構造について、点検・修繕・改築や災害・事故時の応急措置の
容易性（複線化等）を考慮すべきことを原則化

下水道管理者は診断結果等の維持管理の状況を公表

災害・事故時における都道府県による公共下水道の復旧工事の代行制度を
創設するとともに、災害時の関係者連携の責務を明確化

下水道の点検に関して道路管理者
の協力が必要な事項を下水道の
事業計画に位置づけ

占用許可申請書の記載事項に占用物件の維持管理に
関する事項を追加
道路の地下に埋設する占用物件の工事完了時の届出
（竣工図等の提出）を義務付け

複数の下水道管理者の連携を推進するため、都道府県が広域連携推進計画
を策定する制度を創設

２．道路地下空間の安全性確保

道路占用者と道路管理者との間で「占用物件等維持修繕
協定」を締結し、道路や占用物件の点検や修繕等を連携
して行うことができる制度を創設

１．安全性確保を最優先する下水道マネジメントの確立

②占用許可制度の見直し 【道路法】

改築資金を含む下水道使用料の算定の考え方を明確化

①下水道の基盤強化・広域連携の推進 【下水道法】

③道路管理者との連携強化
【下水道法】【道路法】

②下水道の戦略的な再構築 【下水道法】

下水道管理者は施設の計画的な改築を実施、収支見通しを公表

②下水道区域の見直し 【下水道法】
人口減少を踏まえた下水道区域の見直し（集合処理から個別処理への転換）に必要な規定の整備

（空洞探査車による調査）（貫入試験による調査）

▼路面下空洞調査の実施例

（ドローンを活用した
点検・診断のイメージ）

（複線化のイメージ）

埼玉県八潮市の事故現場
（令和７年１月31日）

【都道府県】
広域連携推進計画

流域下水道

A公共下水道 B公共下水道

複数の下水道管理者の連携

・事業運営の一体化
・管理代行

（広域連携のイメージ）

※道路占用者：道路管理者の許可を
受けて施設等を設置し、道路空間を
継続使用する者（下水道管理者等）

【施行期日】 公布の日から６月以内施行



下水道法等の一部を改正する法律案要綱 

 

第１ 下水道法の一部改正 

 １ 目的 

   この法律の目的に、下水道の基盤の強化を図ることを追加する。（第一条関係） 

 ２ 基本方針 

（１）国土交通大臣は、下水道の整備及び基盤の強化に関する基本的な方針（以下「基

本方針」という。）を定めるものとする。（第二条の二関係） 

（２）流域別下水道整備総合計画は、基本方針に即するものでなければならないもの

とする。（第二条の四第六項関係） 

（３）事業計画は、基本方針に即したものでなければならないものとする。（第六条第

五号及び第二十五条の二十五第五号関係） 

３ 責務 

（１）国は、下水道の整備及び基盤の強化に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、

並びにこれを推進するとともに、都道府県及び下水道管理者に対し、必要な技術

的及び財政的な援助を行うよう努めなければならないものとする。（第二条の三第

一項関係） 

（２）都道府県は、その区域の自然的社会的諸条件に応じて、その区域内における下

水道管理者の間の連携等の推進に関する施策を策定し、及びこれを実施するよう

努めなければならないものとする。（第二条の三第二項関係） 

（３）下水道管理者は、下水道を適正に管理するとともに、その下水道の基盤の強化

に努めなければならないものとする。（第二条の三第三項関係） 

 ４ 事業計画への道路管理者の協力が必要な事項の記載 

（１）事業計画に定めるべき事項のうち、点検の方法及び頻度においては、道路管理

者との連携による道路の路面下の点検の実施、道路の区域における地盤の状況に

関する情報の提供その他の公共下水道管理者又は流域下水道管理者が行う点検の

ために道路管理者の協力が必要な事項を記載することができるものとする。（第五

条第二項及び第二十五条の二十四第二項関係） 

（２）公共下水道管理者又は流域下水道管理者は、事業計画に道路管理者の協力が必

要な事項について記載しようとするときは、当該事項について、当該道路管理者

に協議し、その同意を得なければならないものとする。（第四条第六項及び第二十

五条の二十三第七項関係） 

 ５ 構造の原則の創設 

公共下水道の構造は、公衆衛生上重大な危害が生じ、又は公共用水域の水質に重大

な影響が及ぶことを防止することができるものであって、水圧、土圧、地震力その他

の荷重、地盤の状況、下水の量及び水質その他の公共下水道の損傷、腐食その他の劣

化を生じさせるおそれのある要因を考慮した安全なものであり、かつ、改築、修繕及

び点検の容易性並びに災害の発生時において公共下水道の機能を維持するための応急

措置の実施の容易性を考慮したものでなければならないものとする。（第七条第一項関

係） 

６ 維持又は修繕に関する技術上の基準 



公共下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準は、公共下水道の施設の安全性の

評価に関する基準を含むものでなければならないものとする。（第七条の三第三項関係） 

 ７ 計画的な改築等 

公共下水道管理者は、長期的な観点から、排水区域における降水量、人口その他の

下水の量及び水質に影響を及ぼすおそれのある要因、地形及び土地利用の状況並びに

下水の放流先の状況に鑑み、公共下水道の計画的な改築に努めなければならないもの

とするとともに、公共下水道の改築に要する費用を含む公共下水道の管理に係る収支

の見通しを作成し、これを公表するよう努めなければならないものとする。（第七条の

四関係） 

 ８ 排水区域等の廃止に関する規定の整備 

（１）公共下水道管理者は、排水区域又は処理区域（以下「排水区域等」という。）の

自然的経済的社会的諸条件を考慮し、公共下水道により当該排水区域等の全部又

は一部の下水を排除又は処理する必要がなくなったと認める場合には、当該排水

区域等の全部又は一部を廃止することができるものとする。（第九条の二第一項及

び第五項関係） 

（２）公共下水道管理者は、排水区域等の全部又は一部を廃止しようとするときは、

廃止の予定年月日、廃止しようとする区域等を公示し、かつ、これを表示した図

面を（４）により公示する日の前日まで当該公共下水道管理者である地方公共団

体の事務所において一般の縦覧に供しなければならないものとする。（第九条の二

第二項及び第五項関係） 

（３）公共下水道管理者は、排水区域等の全部又は一部の廃止を公示しようとすると

きは、当該公共下水道を管理する地方公共団体が当該公共下水道による下水の排

除又は処理に代わる措置を講ずる場合を除き、当該公示に係る排水区域等内の公

共下水道を使用する者の同意を得なければならないものとする。（第九条の二第三

項及び第五項関係） 

（４）公共下水道管理者は（１）により排水区域等の全部又は一部を廃止したときは、

廃止した区域その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならないものと

する。（第九条の二第四項及び第五項関係） 

（５）排水区域のうち（２）により公示された区域内の土地の所有者、使用者又は占

有者は、その土地の下水を公共下水道以外の設備又は施設に流入させるために必

要な排水施設を設置することができるものとする。（第十条第四項関係） 

 ９ 都道府県による復旧工事の代行 

（１）流域下水道管理者である都道府県は、災害が発生した場合において、市町村か

ら要請があり、かつ、当該市町村における公共下水道の復旧に関する工事の実施

体制その他の地域の実情を勘案して、当該市町村が管理する公共下水道（当該都

道府県の管理する流域下水道と管理上密接な関連を有するものに限る。）について

復旧に関する工事を当該市町村に代わって自ら行うことが適当であると認められ

るときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができるもの

とする。（第十四条の二第一項関係） 

（２）（１）により都道府県が公共下水道の復旧に関する工事を行う場合においては、

当該公共下水道の公共下水道管理者に代わってその権限を行うものとする。（第十



四条の二第二項関係） 

（３）（１）により都道府県が施行する公共下水道の復旧に関する工事については、当

該都道府県の費用をもってこれを施行するものとし、この場合において、国は市

町村が自ら当該公共下水道の復旧に関する工事を施行することとした場合に国が

当該市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を負担し、又は当該

都道府県に補助し、当該市町村は当該費用の額から国が当該都道府県に交付する

負担金又は補助金の額を控除した額を負担するものとする。（第十四条の二第四項

関係） 

 10 施設の機能妨害行為に対する負担金 

公共下水道管理者は、公共下水道の施設の機能を著しく妨げた行為により必要を生

じた公共下水道の施設に関する工事又は維持に要する費用については、その必要を生

じた限度において、その行為をした者にその全部又は一部を負担させることができる

ものとする。（第十八条関係） 

 11 使用料の原則の追加等 

公共下水道管理者が公共下水道を使用する者から徴収することができる使用料の原

則に、能率的な管理の下における適正な原価に、改築を実施するため将来において必

要となる資金として積み立てるべき額を加えたものを超えないものであることを追加

し、これらの原則によって使用料を定めるに当たって必要な技術的細目は、国土交通

省令で定めるものとする。（第二十条第二項第二号及び第三項関係） 

 12 施設の工事及び維持管理の状況の公表 

公共下水道管理者は、公共下水道の施設の工事及び維持管理の状況に関する情報で

あって国土交通省令で定める事項について、インターネットの利用その他の適切な方

法により公表しなければならないものとする。（第二十三条の二関係） 

 13 広域連携推進計画 

（１）都道府県は、基本方針に基づき、単独で又は共同して、当該都道府県の区域内

において下水道管理者の間の連携等を推進する必要があると認める場合には、広

域連携推進計画を定めるよう努めなければならないものとし、広域連携推進計画

を定めようとするときは、関係下水道管理者の同意を得なければならないものと

する。（第三十一条の二第一項及び第五項関係） 

（２）広域連携推進計画には、市町村における公共下水道の管理の実施体制その他の

地域の実情を勘案して、当該市町村が管理する公共下水道の管理を都道府県が行

うことが適当であると認められるときは、当該都道府県による当該公共下水道の

管理に関する事項を記載することができるものとし、都道府県は、広域連携推進

計画に当該事項が定められている場合においては、当該公共下水道の管理を行う

ことができるものとする。（第三条第三項及び第三十一条の二第三項関係） 

（３）下水道管理者の間の連携等を推進しようとする二以上の公共下水道管理者、流

域下水道管理者又は都市下水路管理者は、共同して、都道府県に対し、広域連携

推進計画を定めることを要請することができるものとし、都道府県は、要請があ

った場合において、下水道管理者の間の連携等を推進する必要があると認めると

きは、広域連携推進計画を定めるものとする。（第三十一条の二第七項及び第八項

関係） 



 14 都道府県協議会 

（１）広域連携推進計画を定めようとする都道府県は、広域連携推進計画の作成及び

実施に関し必要な協議を行うための協議会（以下「都道府県協議会」という。）を

組織することができるものとする。（第三十一条の三第一項関係） 

（２）都道府県は、都道府県協議会において協議を行おうとするときは、都道府県協

議会の構成員に、当該協議を行う事項を通知しなければならないものとし、当該

通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に

応じなければならないものとする。（第三十一条の三第三項及び第四項関係） 

 15 連携協力下水道の管理  

（１）隣接し、又は近接する二以上の市町村の区域に存する公共下水道、流域下水道

又は都市下水路のうち、その管理を関係下水道管理者間における連携及び協力に

より効率的かつ効果的に行う必要があるもの（以下「連携協力下水道」という。）

については、関係下水道管理者は、協議してその管理の方法及び管理に要する費

用の負担を別に定めることができるものとする。（第三十一条の五第一項及び第五

項関係） 

（２）広域連携推進計画に連携協力下水道の管理に関する事項が定められた場合にお

いては、当該連携協力下水道の管理の方法は、当該広域連携推進計画に即したも

のでなければならないものとする。（第三十一条の五第二項関係） 

（３）関係下水道管理者がその管理する下水道以外の連携協力下水道を管理する場合

においては、これらの者は、当該連携協力下水道の管理者に代わってその権限を

行うものとする。（第三十一条の五第四項関係） 

 16 災害の発生時における連携及び協力の確保 

国、都道府県、市町村及び下水道管理者並びにその他の関係者は、災害の発生時に

おける速やかな下水道の復旧を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努め

なければならないものとする。（第三十一条の八関係） 

17 その他 

その他所要の改正を行う。 

 

第２ 道路法の一部改正 

 １ 占用物件等維持修繕協定制度の創設 

道路管理者は、道路の構造を保全し、交通の危険を防止し、又は円滑な交通を確保

するため道路占用者との連携により道路及び占用物件の維持又は修繕を行う必要があ

ると認めるときは、道路占用者との間において、占用物件等維持修繕協定を締結する

ことができるものとする。（第二十条の三関係） 

 ２ 公共下水道管理者等が行う点検への協力 

道路管理者は、第１の４により事業計画に道路管理者の協力が必要な事項が記載さ

れたときは、当該事業計画に基づき公共下水道管理者又は流域下水道管理者が行う点

検に協力するものとする。（第二十八条の三関係） 

 ３ 道路の占用許可制度の見直し  

（１）道路の占用の許可を受けようとする者が道路管理者に提出しなければならない

申請書の記載事項に、工作物、物件又は施設（電柱、電線、水管、下水道管、ガス



管その他その維持管理が適切に行われることが特に必要なものとして政令で定め

るものに限る。）の維持管理に関する事項を追加するものとする。（第三十二条第

二項関係） 

（２）道路占用者は、道路の占用に関する工事（道路の地下に設ける工作物、物件又

は施設に係るものに限る。）を完了したときは、国土交通省令で定めるところによ

り、その完了時における工作物、物件又は施設の状況を示す図面その他必要な図

面を添えて、その旨を道路管理者に届け出なければならないものとする。（第三十

二条第四項関係） 

４ その他 

その他所要の改正を行う。 

 

第３ 道路整備特別措置法の一部改正 

１ 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日

本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社

又は地方道路公社は、高速道路等の道路管理者に代わって、第２の１による占用物件

等維持修繕協定の締結及び第１の４（２）による協議等を行うものとする。（第九条第

一項及び第十七条第一項関係） 

 ２ その他所要の改正を行う。 

 

第４ 附則 

１ この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政

令で定める日から施行する。（附則第一条関係） 

２ 所要の経過措置を定める。（附則第二条から第四条まで関係） 

３ この法律の施行状況等に関する検討規定を設ける。（附則第五条関係） 

４ その他所要の改正を行う。 
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下
水
道
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

 
（
下
水
道
法
の
一
部
改
正
）

 

第
一
条　

下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

目
次
中
「
・
第
二
条
」
を
「

第
二
条
の
三
」
に
、
「
第
二
条
の
二
」
を
「
第
二
条
の
四
」
に
、
「
第
四
章　

雑
則
（
第

―

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
第
三
章
の
二　

下
水
道
管
理
者
の
間
の
連
携
等
（
第
三
十
一
条
の
二

第
三
十
一

―

 

三
十
一
条
の
二

第
四
十
三
条
）
」
を

―

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
四
章　

雑
則
（
第
三
十
一
条
の
六

第
四
十
三
条
）

―

 

条
の
五
）

 

　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

 

　
　
　
　

」

第
一
条
の
見
出
し
中
「
こ
の
法
律
の
」
を
削
り
、
同
条
中
「
設
置
」
の
下
に
「
、
改
築
、
修
繕
、
維
持
」
を
、
「
整
備

 

を
」
の
下
に
「
図
る
と
と
も
に
、
下
水
道
の
基
盤
の
強
化
を
」
を
加
え
る
。

第
二
条
第
七
号
中
「
公
示
さ
れ
た
区
域
」
の
下
に
「
（
第
九
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
区
域
を
除

く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
八
号
中
「
公
示
さ
れ
た
区
域
」
の
下
に
「
（
第
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第

 

四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
区
域
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。
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第
二
条
の
二
第
五
項
中
「
管
理
」
の
下
に
「
（
次
章
第
二
節
を
除
き
、
以
下
単
に
「
管
理
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同

条
中
第
十
二
項
を
第
十
三
項
と
し
、
第
十
一
項
を
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
十
項
中
「
第
七
項
」
を
「
第
八
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
中
第
九
項
を
第
十
項
と
し
、
第
八
項
を
第
九
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
生
じ
る
」
を

「
生
ず
る
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
中
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え

 

る
。

 

６　

流
域
別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
は
、
基
本
方
針
に
即
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
一
章
の
二
中
第
二
条
の
二
を
第
二
条
の
四
と
す
る
。

 

第
一
章
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

 

（
基
本
方
針
）

第
二
条
の
二　

国
土
交
通
大
臣
は
、
下
水
道
の
整
備
及
び
基
盤
の
強
化
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
（
第
二
条
の
四
第
二
項
第

 

一
号
を
除
き
、
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

２　

基
本
方
針
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

一　

下
水
道
の
整
備
に
関
す
る
基
本
的
事
項
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二　

下
水
道
の
基
盤
の
強
化
に
関
す
る
基
本
的
事
項

 
三　

下
水
道
の
維
持
及
び
修
繕
並
び
に
計
画
的
な
改
築
に
関
す
る
事
項 

四　

下
水
道
の
管
理
に
必
要
な
人
材
の
確
保
及
び
育
成
に
関
す
る
事
項

五　

下
水
道
管
理
者
（
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
共
下
水
道
管
理
者
、
第
二
十
五
条
の
二
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る

流
域
下
水
道
管
理
者
及
び
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
下
水
路
管
理
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
間
に
お

 

け
る
次
に
掲
げ
る
取
組
（
以
下
「
下
水
道
管
理
者
の
間
の
連
携
等
」
と
い
う
。
）
の
推
進
に
関
す
る
事
項

 

イ　

市
町
村
の
区
域
を
超
え
た
広
域
的
な
連
携

 

ロ　

二
以
上
の
公
共
下
水
道
、
流
域
下
水
道
又
は
都
市
下
水
路
の
一
体
的
な
管
理

 

六　

下
水
道
の
管
理
に
必
要
な
情
報
通
信
技
術
そ
の
他
の
先
端
的
な
技
術
の
活
用
に
関
す
る
事
項

 

七　

そ
の
他
下
水
道
の
整
備
及
び
基
盤
の
強
化
に
関
す
る
重
要
事
項

３　

国
土
交
通
大
臣
は
、
基
本
方
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な

 

ら
な
い
。 

（
責
務
）
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第
二
条
の
三　

国
は
、
下
水
道
の
整
備
及
び
基
盤
の
強
化
に
関
す
る
基
本
的
か
つ
総
合
的
な
施
策
を
策
定
し
、
並
び
に
こ
れ

を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
及
び
下
水
道
管
理
者
に
対
し
、
必
要
な
技
術
的
及
び
財
政
的
な
援
助
を
行
う
よ
う
努

 

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

都
道
府
県
は
、
そ
の
区
域
の
自
然
的
社
会
的
諸
条
件
に
応
じ
て
、
そ
の
区
域
内
に
お
け
る
下
水
道
管
理
者
の
間
の
連
携

 

等
の
推
進
に
関
す
る
施
策
を
策
定
し
、
及
び
こ
れ
を
実
施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

下
水
道
管
理
者
は
、
下
水
道
を
適
正
に
管
理
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
下
水
道
の
基
盤
の
強
化
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

 

い
。

第
三
条
第
一
項
中
「
設
置
、
改
築
、
修
繕
、
維
持
そ
の
他
の
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
設
置
、
改
築
、
修
繕
、
維
持

 

そ
の
他
の
」
及
び
「
あ
ら
か
じ
め
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
は
、
第
三
十
一
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
の
定
め
る

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
広
域
連
携
推
進
計
画
に
当
該
都
道
府
県
に
よ
る
公
共
下
水
道
の
管
理
（
設
置
を
除
く
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
公
共
下
水
道
の
管
理
を
行
う
こ

 

と
が
で
き
る
。
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第
四
条
中
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６　

公
共
下
水
道
管
理
者
は
、
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
に
道
路
管
理
者
（
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第

百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
道
路
管
理
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
協
力
が
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
記

載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
道
路
管
理
者
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
事
業
計
画
を
定
め
る
前
に
、
同
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
協
議
会
に
お
い
て
、
当
該
事
項

 

の
記
載
に
つ
い
て
協
議
が
成
立
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
五
条
第
一
項
第
五
号
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
又
は
第
二
項
」
を
「
か
ら
第
三
項
ま

で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
各
号
」
を
「
第
一

 

項
各
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
は
、
道
路
管
理
者
と
の
連
携
に
よ
る
道
路
（
道
路
法
に
よ
る
道
路
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
路
面
下
の
点
検
の
実
施
、
道
路
の
区
域
に
お
け
る
地
盤
の
状
況
に
関
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
公
共
下
水
道

 

管
理
者
が
行
う
点
検
の
た
め
に
道
路
管
理
者
の
協
力
が
必
要
な
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
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え
る
。

 
五　

基
本
方
針
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
七
条
第
一
項
中
「
観
点
か
ら
政
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
」
を
「
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
つ
て
、
水

圧
、
土
圧
、
地
震
力
そ
の
他
の
荷
重
、
地
盤
の
状
況
、
下
水
の
量
及
び
水
質
そ
の
他
の
公
共
下
水
道
の
損
傷
、
腐
食
そ
の
他

の
劣
化
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
要
因
を
考
慮
し
た
安
全
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
改
築
、
修
繕
及
び
点
検
の
容
易
性

並
び
に
災
害
の
発
生
時
に
お
い
て
公
共
下
水
道
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
応
急
措
置
の
実
施
の
容
易
性
を
考
慮
し
た
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
構
造
」
を
「
構
造
の
技
術
上
の
基
準
」
に
、
「
参
酌
し
て
」
を
「
参
酌
し
て
、
」
に
改
め
、
「
技

術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の

 

一
項
を
加
え
る
。

２　

公
共
下
水
道
の
構
造
に
つ
い
て
公
衆
衛
生
上
重
大
な
危
害
が
生
じ
、
又
は
公
共
用
水
域
の
水
質
に
重
大
な
影
響
が
及
ぶ

 

こ
と
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
必
要
と
さ
れ
る
技
術
上
の
基
準
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
七
条
の
三
第
三
項
中
「
点
検
及
び
」
を
「
公
共
下
水
道
の
施
設
の
点
検
及
び
安
全
性
の
評
価
並
び
に
」
に
改
め
、
同
条

 

の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。
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（
計
画
的
な
改
築
等
）

第
七
条
の
四　

公
共
下
水
道
管
理
者
は
、
長
期
的
な
観
点
か
ら
、
排
水
区
域
に
お
け
る
降
水
量
、
人
口
そ
の
他
の
下
水
の
量

及
び
水
質
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
要
因
、
地
形
及
び
土
地
利
用
の
状
況
並
び
に
下
水
の
放
流
先
の
状
況
に
鑑

 

み
、
公
共
下
水
道
の
計
画
的
な
改
築
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

公
共
下
水
道
管
理
者
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
共
下
水
道
の
改
築
に
要
す
る
費
用
を
含
む
公

 

共
下
水
道
の
管
理
に
係
る
収
支
の
見
通
し
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
表
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条
第
一
項
中
「
、
あ
ら
か
じ
め
」
を
削
り
、
「
を
変
更
し
よ
う
」
を
「
の
変
更
（
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
当
該

区
域
の
全
部
又
は
一
部
の
廃
止
を
伴
う
変
更
を
除
く
。
）
を
し
よ
う
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
と
読
み
替
え
る
」
を

「
と
、
「
次
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
」
に
改
め
、
同

 

条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

 

（
排
水
区
域
等
の
廃
止
）

第
九
条
の
二　

公
共
下
水
道
管
理
者
は
、
排
水
区
域
の
自
然
的
経
済
的
社
会
的
諸
条
件
を
考
慮
し
、
公
共
下
水
道
に
よ
り
当

該
排
水
区
域
の
全
部
又
は
一
部
の
下
水
を
排
除
す
る
必
要
が
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
排
水
区
域
の
全
部
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又
は
一
部
を
廃
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

公
共
下
水
道
管
理
者
は
、
排
水
区
域
の
全
部
又
は
一
部
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
廃
止
の
予
定
年
月
日
、
廃
止

し
よ
う
と
す
る
区
域
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
公
示
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
を
、
第
四
項
の

公
示
の
日
の
前
日
ま
で
当
該
公
共
下
水
道
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
し
な
け

 

れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

公
共
下
水
道
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
公
示
に
係
る
区
域
内
の
公
共
下

水
道
を
使
用
す
る
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
公
共
下
水
道
を
管
理
す
る
地
方
公
共
団
体
が
当

該
公
共
下
水
道
に
よ
る
下
水
の
排
除
に
代
わ
る
措
置
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
を
講
ず
る
場
合
は
、
こ
の
限

 

り
で
な
い
。

４　

公
共
下
水
道
管
理
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
排
水
区
域
の
全
部
又
は
一
部
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
廃
止
し
た
区
域

 

そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

前
各
項
の
規
定
は
、
処
理
区
域
の
全
部
又
は
一
部
を
廃
止
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中

「
排
除
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
処
理
す
る
」
と
、
前
三
項
中
「
国
土
交
通
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
省
令
・
環
境
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省
令
」
と
、
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
排
除
」
と
あ
る
の
は
「
処
理
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
条
第
一
項
第
三
号
中
「
（
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
に
よ
る
道
路
を
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同

条
第
二
項
中
「
前
項
第
三
号
」
を
「
同
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項

 

を
加
え
る
。

４　

排
水
区
域
の
う
ち
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
区
域
内
の
土
地
の
所
有
者
、
使
用
者
又
は
占
有
者
は
、
第

一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
土
地
の
下
水
を
公
共
下
水
道
以
外
の
設
備
又
は
施
設
に
流
入
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な

 

排
水
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
一
条
の
三
第
一
項
中
「
処
理
区
域
内
」
を
「
処
理
区
域
（
第
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の

 

規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
区
域
を
除
く
。
）
内
」
に
改
め
る
。

 

第
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
都
道
府
県
に
よ
る
復
旧
工
事
の
代
行
）

第
十
四
条
の
二　

第
二
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
流
域
下
水
道
を
管
理
す
る
都
道
府
県
は
、
災
害
が
発
生
し

た
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
か
ら
要
請
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
市
町
村
に
お
け
る
公
共
下
水
道
の
復
旧
に
関
す
る
工
事
の
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実
施
体
制
そ
の
他
の
地
域
の
実
情
を
勘
案
し
て
、
当
該
市
町
村
が
管
理
す
る
公
共
下
水
道
（
当
該
流
域
下
水
道
と
管
理
上

密
接
な
関
連
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
復
旧
に
関
す
る
工
事
を
当
該
市
町
村
に
代
わ
つ
て
自
ら
行
う
こ
と
が

適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
事
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、

 

こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
項
の
都
道
府
県
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
共
下
水
道
の
復
旧
に
関
す
る
工
事
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
政
令
で

 

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
公
共
下
水
道
の
公
共
下
水
道
管
理
者
に
代
わ
つ
て
そ
の
権
限
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３　

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
公
共
下
水
道
の
復
旧
に
関
す
る
工
事
を
行
う
場
合
に
は
、
第
二
十
二
条
第
一
項
の

 

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
都
道
府
県
を
公
共
下
水
道
管
理
者
と
み
な
す
。

４　

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
施
行
す
る
公
共
下
水
道
の
復
旧
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
は
、
当
該
都
道
府
県
の

費
用
を
も
つ
て
こ
れ
を
施
行
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国
は
同
項
の
市
町
村
が
自
ら
当
該
公
共
下
水
道
の
復
旧
に
関

す
る
工
事
を
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
国
が
当
該
市
町
村
に
交
付
す
べ
き
負
担
金
又
は
補
助
金
の
額
に
相
当
す
る
額

を
負
担
し
、
又
は
当
該
都
道
府
県
に
補
助
し
、
当
該
市
町
村
は
当
該
費
用
の
額
か
ら
国
が
当
該
都
道
府
県
に
交
付
す
る
負

 

担
金
又
は
補
助
金
の
額
を
控
除
し
た
額
を
負
担
す
る
。
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５　

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
共
下
水
道
管
理
者
に
代
わ
つ
て
そ
の
権
限
を
行
う
都
道
府
県
は
、
第
五
章
の
規
定
の
適
用
に

 
つ
い
て
は
、
公
共
下
水
道
管
理
者
と
み
な
す
。

 

第
十
六
条
中
「
前
二
条
」
を
「
前
三
条
、
第
三
十
一
条
の
五
及
び
道
路
法
第
二
十
条
の
三
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
の
見
出
し
を
「
（
損
傷
等
負
担
金
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
損
傷
し
た
行
為
」
の
下
に
「
又
は
そ
の
機
能
を
著

 

し
く
妨
げ
た
行
為
」
を
、
「
工
事
」
の
下
に
「
又
は
維
持
」
を
加
え
る
。

第
二
十
条
第
二
項
第
二
号
中
「
を
こ
え
な
い
」
を
「
に
、
改
築
を
実
施
す
る
た
め
将
来
に
お
い
て
必
要
と
な
る
資
金
と
し

て
積
み
立
て
る
べ
き
額
を
加
え
た
も
の
を
超
え
な
い
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
差
別
的
取
扱
」
を
「
差
別
的
取
扱
い
」

 

に
改
め
、
同
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

 

３　

前
項
各
号
の
原
則
に
よ
つ
て
使
用
料
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
必
要
な
技
術
的
細
目
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
。

 

第
二
十
三
条
の
二
を
第
二
十
三
条
の
三
と
し
、
第
二
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

 

（
施
設
の
工
事
及
び
維
持
管
理
の
状
況
の
公
表
）

第
二
十
三
条
の
二　

公
共
下
水
道
管
理
者
は
、
公
共
下
水
道
の
施
設
の
工
事
及
び
維
持
管
理
の
状
況
に
関
す
る
情
報
で
あ
つ

て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
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の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
第
二
十
五
条
中
「
基
く
」
を
「
基
づ
く
」
に
改
め
、
「
設
置
そ
の
他
の
」
を
削
る
。

 

第
二
十
五
条
の
二
十
二
中
「
設
置
、
改
築
、
修
繕
、
維
持
そ
の
他
の
」
を
削
る
。

 

第
二
十
五
条
の
二
十
三
中
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
第
六
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７　

流
域
下
水
道
管
理
者
は
、
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
に
道
路
管
理
者
の
協
力
が
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
記

載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
道
路
管
理
者
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
事
業
計
画
を
定
め
る
前
に
、
道
路
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
協
議
会
に
お
い
て
、
当
該
事

 

項
の
記
載
に
つ
い
て
協
議
が
成
立
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
十
五
条
の
二
十
四
第
一
項
第
四
号
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
又
は
第
二
項
」
を

「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項

 

各
号
」
を
「
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
は
、
道
路
管
理
者
と
の
連
携
に
よ
る
道
路
の
路
面
下
の
点
検
の
実
施
、
道
路
の
区
域
に

お
け
る
地
盤
の
状
況
に
関
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
流
域
下
水
道
管
理
者
が
行
う
点
検
の
た
め
に
道
路
管
理
者
の
協
力
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が
必
要
な
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
第
二
十
五
条
の
二
十
五
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

 

五　

基
本
方
針
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

第
二
十
五
条
の
三
十
中
「
第
二
十
三
条
の
二
」
を
「
第
二
十
三
条
の
三
」
に
改
め
る
。

 

第
二
十
六
条
中
「
設
置
、
改
築
、
修
繕
、
維
持
そ
の
他
の
」
を
削
る
。

 

第
三
十
一
条
中
「
第
二
十
三
条
の
二
」
を
「
第
二
十
三
条
の
三
」
に
改
め
る
。

 

第
三
十
一
条
の
四
を
削
る
。

第
三
十
一
条
の
三
中
「
第
二
条
の
二
第
五
項
」
を
「
第
二
条
の
四
第
五
項
」
に
改
め
、
「
設
置
、
改
築
、
修
繕
、
維
持
そ

 

の
他
の
」
を
削
り
、
同
条
を
第
三
十
一
条
の
七
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

 

（
災
害
の
発
生
時
に
お
け
る
連
携
及
び
協
力
の
確
保
）

第
三
十
一
条
の
八　

国
、
都
道
府
県
、
市
町
村
及
び
下
水
道
管
理
者
並
び
に
そ
の
他
の
関
係
者
は
、
災
害
の
発
生
時
に
お
け

 

る
速
や
か
な
下
水
道
の
復
旧
を
図
る
た
め
、
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
第
三
条
第
二
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
三
項
」
を
加
え
、
「
設
置
、
改
築
、
修
繕
、
維



- 14 -

 

持
そ
の
他
の
」
を
削
り
、
同
条
を
第
三
十
一
条
の
六
と
す
る
。

 
第
三
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

 
第
三
章
の
二　

下
水
道
管
理
者
の
間
の
連
携
等

 

（
広
域
連
携
推
進
計
画
）

第
三
十
一
条
の
二　

都
道
府
県
は
、
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て

下
水
道
管
理
者
の
間
の
連
携
等
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
下
水
道
管
理
者
の
間
の
連
携
等
の
推
進

 

に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
広
域
連
携
推
進
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

広
域
連
携
推
進
計
画
に
お
い
て
は
、
下
水
道
管
理
者
の
間
の
連
携
等
を
推
進
す
る
区
域
（
以
下
「
計
画
区
域
」
と
い

 

う
。
）
を
定
め
る
ほ
か
、
お
お
む
ね
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

一　

下
水
道
管
理
者
の
間
の
連
携
等
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

 

二　

計
画
区
域
に
お
け
る
公
共
下
水
道
、
流
域
下
水
道
又
は
都
市
下
水
路
の
現
況
及
び
将
来
の
見
通
し

 

三　

計
画
区
域
に
お
け
る
下
水
道
管
理
者
の
間
の
連
携
等
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
事
項

 

四　

計
画
区
域
に
お
い
て
下
水
道
管
理
者
の
間
の
連
携
等
を
行
う
に
当
た
り
必
要
な
施
設
整
備
に
関
す
る
事
項
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３　

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
は
、
市
町
村
に
お
け
る
公
共
下
水
道
の
管
理
の
実
施
体
制
そ
の
他
の
地
域
の
実
情
を
勘

案
し
て
、
当
該
市
町
村
が
管
理
す
る
公
共
下
水
道
の
管
理
（
設
置
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
都
道
府
県
が
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
都
道
府
県
に
よ
る
当
該
公
共
下
水
道
の

 

管
理
に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４　

第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
は
、
第
三
十
一
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
連
携
協
力
下
水
道
の
管
理
に
関
す

 

る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５　

都
道
府
県
は
、
広
域
連
携
推
進
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
関
係
下
水
道
管
理
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら

 

な
い
。

６　

市
町
村
で
あ
る
公
共
下
水
道
管
理
者
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
が
管
理
す
る
公
共
下
水
道
の
管
理
に
関

す
る
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
広
域
連
携
推
進
計
画
に
つ
い
て
前
項
の
同
意
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
市
町
村
の

 

議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７　

下
水
道
管
理
者
の
間
の
連
携
等
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
二
以
上
の
公
共
下
水
道
管
理
者
、
流
域
下
水
道
管
理
者
又
は
都

市
下
水
路
管
理
者
は
、
共
同
し
て
、
都
道
府
県
に
対
し
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
広
域
連
携
推
進
計
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画
を
定
め
る
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

８　

都
道
府
県
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
下
水
道
管
理
者
の
間
の
連
携
等
を
推
進
す
る
必

 

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
広
域
連
携
推
進
計
画
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

９　

都
道
府
県
は
、
広
域
連
携
推
進
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
協
議

会
が
組
織
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
広
域
連
携
推
進
計
画
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
当
該
都
道
府
県
協
議
会
に
お
け
る

 

協
議
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

都
道
府
県
は
、
広
域
連
携
推
進
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
国
土
交
通
大
臣
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
関
係

10

 

下
水
道
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

　

都
道
府
県
は
、
広
域
連
携
推
進
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
こ
れ
を
公
表
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

11

 

　

第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
、
広
域
連
携
推
進
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

12

 

（
都
道
府
県
協
議
会
）

第
三
十
一
条
の
三　

広
域
連
携
推
進
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
都
道
府
県
は
、
広
域
連
携
推
進
計
画
の
作
成
及
び
実
施
に
関

 

し
必
要
な
協
議
を
行
う
た
め
の
協
議
会
（
以
下
「
都
道
府
県
協
議
会
」
と
い
う
。
）
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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２　

都
道
府
県
協
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
構
成
員
を
も
つ
て
構
成
す
る
。

 
一　

広
域
連
携
推
進
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
都
道
府
県

 

二　

関
係
下
水
道
管
理
者

 

三　

学
識
経
験
を
有
す
る
者
そ
の
他
の
当
該
都
道
府
県
が
必
要
と
認
め
る
者

３　

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
協
議
会
を
組
織
す
る
都
道
府
県
は
、
都
道
府
県
協
議
会
に
お
い
て
同
項
に
規
定
す
る

協
議
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
都
道
府
県
協
議
会
の
構
成
員
で
あ
る
も
の
に
、
当

 

該
協
議
を
行
う
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
通
知
に
係
る
事
項
の
協
議
に
応

 

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

都
道
府
県
協
議
会
に
お
い
て
協
議
が
調
つ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
協
議
会
の
構
成
員
は
そ
の
協
議
の
結
果
を

 

尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

６　

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
都
道
府
県
協
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
都
道
府
県
協
議
会
が
定
め
る
。

 

（
管
理
者
協
議
会
）
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第
三
十
一
条
の
四　

二
以
上
の
公
共
下
水
道
管
理
者
、
流
域
下
水
道
管
理
者
又
は
都
市
下
水
路
管
理
者
は
、
下
水
道
管
理
者

の
間
の
連
携
等
に
よ
る
下
水
道
の
管
理
の
効
率
化
に
関
し
必
要
な
協
議
を
行
う
た
め
の
協
議
会
（
以
下
「
管
理
者
協
議

 

会
」
と
い
う
。
）
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

管
理
者
協
議
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
そ
の
構
成
員
と
し
て
加
え
る
こ
と
が
で
き

 

る
。

 

一　

関
係
地
方
公
共
団
体

 

二　

下
水
道
の
管
理
の
効
率
化
に
資
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
者 

三　

学
識
経
験
を
有
す
る
者
そ
の
他
の
管
理
者
協
議
会
が
必
要
と
認
め
る
者

３　

管
理
者
協
議
会
に
お
い
て
協
議
が
調
つ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
管
理
者
協
議
会
の
構
成
員
は
、
そ
の
協
議
の
結
果
を
尊

 

重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

４　

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
管
理
者
協
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
管
理
者
協
議
会
が
定
め
る
。

 

（
連
携
協
力
下
水
道
の
管
理
）

第
三
十
一
条
の
五　

隣
接
し
、
又
は
近
接
す
る
二
以
上
の
市
町
村
の
区
域
に
存
す
る
公
共
下
水
道
、
流
域
下
水
道
又
は
都
市
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下
水
路
の
う
ち
、
そ
の
管
理
を
関
係
下
水
道
管
理
者
間
に
お
け
る
連
携
及
び
協
力
に
よ
り
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
行
う
必

要
が
あ
る
も
の
（
以
下
「
連
携
協
力
下
水
道
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
関
係
下
水
道
管
理
者
は
、
第
三
条
、
第
二
十

五
条
の
二
十
二
及
び
第
二
十
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
協
議
し
て
別
に
そ
の
管
理
の
方
法
を
定
め
る
こ
と
が
で
き

 

る
。

２　

第
三
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
広
域
連
携
推
進
計
画
に
前
項
の
規
定
に
基
づ
く
当
該
連
携
協
力
下
水
道
の
管

理
に
関
す
る
事
項
が
定
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
連
携
協
力
下
水
道
の
管
理
の
方
法
は
、
当
該
広
域
連
携
推
進

 

計
画
に
即
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
成
立
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
関
係
下
水
道
管
理
者
は
、
成
立
し
た
協
議
の
内
容
を
公

 

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
基
づ
き
関
係
下
水
道
管
理
者
が
そ
の
管
理
す
る
下
水
道
以
外
の
連
携
協
力
下
水
道
を
管

理
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
者
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
連
携
協
力
下
水
道
の
管
理
者
に
代

 

わ
つ
て
そ
の
権
限
を
行
う
も
の
と
す
る
。

５　

連
携
協
力
下
水
道
の
管
理
に
要
す
る
費
用
の
負
担
に
つ
い
て
は
、
関
係
下
水
道
管
理
者
が
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
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る
。

第
四
十
二
条
第
一
項
中
「
第
三
十
一
条
の
二
」
を
「
第
三
十
一
条
の
六
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
設
置
、
改
築
、
修

 

繕
、
維
持
そ
の
他
の
」
を
削
る
。

 

（
道
路
法
の
一
部
改
正
）

 

第
二
条　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

目
次
中
「
第
二
十
八
条
の
二
」
を
「
第
二
十
八
条
の
三
」
に
改
め
る
。

 

第
二
十
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

 

（
占
用
物
件
等
維
持
修
繕
協
定
の
締
結
）

第
二
十
条
の
三　

道
路
管
理
者
は
、
道
路
の
構
造
を
保
全
し
、
交
通
の
危
険
を
防
止
し
、
又
は
円
滑
な
交
通
を
確
保
す
る
た

め
道
路
占
用
者
（
第
三
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
道
路
占
用
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
の
連
携

に
よ
り
道
路
及
び
占
用
物
件
（
第
三
十
九
条
の
八
に
規
定
す
る
占
用
物
件
を
い
う
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
維
持

又
は
修
繕
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
道
路
占
用
者
と
の
間
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
協
定

 

（
以
下
「
占
用
物
件
等
維
持
修
繕
協
定
」
と
い
う
。
）
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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一　

占
用
物
件
等
維
持
修
繕
協
定
の
目
的
と
な
る
道
路
及
び
占
用
物
件
（
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
協
定
占
用
物
件

 

等
」
と
い
う
。
）

 

二　

協
定
占
用
物
件
等
の
維
持
又
は
修
繕
の
内
容

 

三　

前
号
の
協
定
占
用
物
件
等
の
維
持
又
は
修
繕
に
要
す
る
費
用
の
負
担
の
方
法

 

四　

占
用
物
件
等
維
持
修
繕
協
定
の
有
効
期
間

 

五　

占
用
物
件
等
維
持
修
繕
協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置

 

六　

そ
の
他
必
要
な
事
項

第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
そ
の
他
」
を
「
、
公
共
下
水
道
管
理
者
（
下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九

号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
共
下
水
道
管
理
者
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
道
路
の
路
面
下
に
工

作
物
、
物
件
又
は
施
設
を
設
け
る
道
路
占
用
者
と
の
連
携
に
よ
る
道
路
の
路
面
下
の
点
検
の
実
施
に
関
す
る
協
議
そ
の
他
」

に
改
め
、
「
必
要
な
協
議
」
の
下
に
「
及
び
連
絡
調
整
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
者
」
を
「
道
路
占
用
者
そ
の

 

他
の
者
」
に
改
め
る
。

 

第
三
章
第
一
節
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。
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（
公
共
下
水
道
管
理
者
等
が
行
う
点
検
へ
の
協
力
）

第
二
十
八
条
の
三　

道
路
管
理
者
は
、
下
水
道
法
第
四
条
第
六
項
及
び
第
五
条
第
二
項
又
は
同
法
第
二
十
五
条
の
二
十
三
第

七
項
及
び
第
二
十
五
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
十
五
条
の
二
十
三
第
一
項
の
事

業
計
画
に
道
路
管
理
者
の
協
力
が
必
要
な
事
項
が
記
載
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
事
業
計
画
に
基
づ
き
公
共
下
水
道
管
理
者

 

又
は
同
項
に
規
定
す
る
流
域
下
水
道
管
理
者
が
行
う
点
検
に
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
二
条
第
二
項
中
「
左
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改

 

め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八　

工
作
物
、
物
件
又
は
施
設
（
電
柱
、
電
線
、
水
管
、
下
水
道
管
、
ガ
ス
管
そ
の
他
そ
の
維
持
管
理
が
適
切
に
行
わ
れ

 

る
こ
と
が
特
に
必
要
な
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
の
維
持
管
理
に
関
す
る
事
項

第
三
十
二
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
前
項
」
を
「
第
三
項
」
に
、
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」

に
、
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え

 

る
。

４　

道
路
占
用
者
は
、
道
路
の
占
用
に
関
す
る
工
事
（
道
路
の
地
下
に
設
け
る
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設
に
係
る
も
の
に
限
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る
。
）
を
完
了
し
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
完
了
時
に
お
け
る
工
作
物
、
物
件
又
は

 
施
設
の
状
況
を
示
す
図
面
そ
の
他
必
要
な
図
面
を
添
え
て
、
そ
の
旨
を
道
路
管
理
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
第
七
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
る
。

 

第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
」
を
削
る
。

第
三
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
十
八
条
の
二
十
五
第
一
項
第
二
号
中
「
第
七
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め

 

る
。第

六
十
二
条
中
「
は
、
」
の
下
に
「
第
二
十
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
締
結
さ
れ
て
い
る
占
用
物
件
等
維
持
修
繕
協
定
の
内

 

容
に
従
つ
て
費
用
を
負
担
す
る
場
合
及
び
」
を
加
え
る
。

 

（
道
路
整
備
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

 

第
三
条　

道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
第
十
四
号
中
「
第
三
十
二
条
第
五
項
」
を
「
第
三
十
二
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
三
十

 

二
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
二
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。 

第
九
条
第
一
項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
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五
の
二　

道
路
法
第
二
十
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
占
用
物
件
等
維
持
修
繕
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
。

第
九
条
第
一
項
第
七
号
の
二
中
「
連
絡
調
整
」
の
下
に
「
又
は
道
路
占
用
者
と
の
連
携
に
よ
る
道
路
の
路
面
下
の
点
検
の

 

実
施
に
関
す
る
協
議
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
五　

下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
四
条
第
六
項
又
は
第
二
十
五
条
の
二
十
三
第
七
項
の
規
定
に

 

よ
り
協
議
す
る
こ
と
。

第
九
条
第
十
一
項
中
「
同
項
第
三
号
」
の
下
に
「
、
第
五
号
の
二
」
を
加
え
、
「
又
は
第
十
三
号
」
を
「
、
第
十
三
号
又

 

は
第
十
五
号
」
に
改
め
る
。

 

第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

 

二
の
二　

道
路
法
第
二
十
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
占
用
物
件
等
維
持
修
繕
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
。

第
十
七
条
第
一
項
第
七
号
の
二
中
「
連
絡
調
整
」
の
下
に
「
又
は
道
路
占
用
者
と
の
連
携
に
よ
る
道
路
の
路
面
下
の
点
検

の
実
施
に
関
す
る
協
議
」
を
加
え
、
同
項
第
九
号
中
「
第
三
十
二
条
第
五
項
」
を
「
第
三
十
二
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項

 

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

 

四
十　

下
水
道
法
第
四
条
第
六
項
又
は
第
二
十
五
条
の
二
十
三
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
す
る
こ
と
。
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第
三
十
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
連
絡
調
整
」
の
下
に
「
又
は
道
路
占
用
者
と
の
連
携
に

 
よ
る
道
路
の
路
面
下
の
点
検
の
実
施
に
関
す
る
協
議
」
を
加
え
る
。

 
附　

則

 

（
施
行
期
日
）

第
一
条　

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

一　

附
則
第
四
条
の
規
定　

公
布
の
日

二　

第
一
条
中
下
水
道
法
第
十
四
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
法
第
十
六
条
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
の
規

 

定　

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

 

（
下
水
道
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条　

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
一
条
の
規
定

（
同
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
下
水
道
法
第
十
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中

 

「
前
三
条
、
第
三
十
一
条
の
五
及
び
道
路
法
第
二
十
条
の
三
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
三
条
」
と
す
る
。
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（
道
路
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条　

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
法
第
三
十
二
条
第
一
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
許
可
の
申
請
で
あ
っ
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
、
許
可
又 

は
不
許
可
の
処
分
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
の
許
可
又
は
不
許
可
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

 

（
政
令
へ
の
委
任
）

 

第
四
条　

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

 

（
検
討
）

第
五
条　

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
つ

い
て
、
そ
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の

 

措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
）

 

第
六
条　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

附
則
第
六
条
第
三
号
中
「
損
傷
負
担
金
」
を
「
損
傷
等
負
担
金
」
に
改
め
る
。
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（
建
築
基
準
法
の
一
部
改
正
）

 

第
七
条　

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
処
理
区
域
」
の
下
に
「
（
同
法
第
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
さ
れ
た
区
域
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
下
水
道
法
第
二
条
第
三
号
」
を
「
同
法
第
二
条
第
三
号
」
に
改
め

 

る
。

 

（
日
本
下
水
道
事
業
団
法
の
一
部
改
正
）

 

第
八
条　

日
本
下
水
道
事
業
団
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

第
二
十
六
条
第
四
項
中
「
第
二
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
中
「
第
四
条
第
六
項
」
を
「
第
四
条
第
七
項
」
に
、
「
第
二
十
五
条
の
二
十
三
第
七
項
」
を
「
第
二
十
五
条

 

の
二
十
三
第
八
項
」
に
改
め
る
。

 

（
浄
化
槽
法
の
一
部
改
正
）

 

第
九
条　

浄
化
槽
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
の
四
第
一
項
中
「
規
定
す
る
処
理
区
域
」
の
下
に
「
（
同
法
第
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
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二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
区
域
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

 
（
水
道
原
水
水
質
保
全
事
業
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
条　

水
道
原
水
水
質
保
全
事
業
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

す
る
。

 

第
五
条
第
六
項
中
「
第
二
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。

 

（
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
法
の
一
部
改
正
）

 

第
十
一
条　

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

第
十
九
条
第
四
号
中
「
第
四
条
第
六
項
」
を
「
第
四
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

 

（
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

 

第
十
二
条　

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
第
二
十
五
条
の
二
十
三
第
七
項
」
を
「
第
二
十
五
条
の
二
十
三
第
八
項
」
に
改
め
る
。
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理　

由

下
水
道
施
設
の
老
朽
化
や
人
口
減
少
に
対
応
し
、
強
靱
で
持
続
可
能
な
下
水
道
の
実
現
に
向
け
た
基
盤
の
強
化
を
図
る
た

じ
ん

め
、
都
道
府
県
に
よ
る
広
域
連
携
推
進
計
画
の
策
定
、
下
水
道
管
理
者
に
よ
る
施
設
の
工
事
及
び
維
持
管
理
の
状
況
の
公
表
の

義
務
化
、
下
水
道
区
域
の
見
直
し
等
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
道
路
に
お
け
る
下
水
道
管
等
の
占
用
物
件
の
適
切
な
維
持

管
理
の
確
保
を
図
る
た
め
、
道
路
管
理
者
と
道
路
占
用
者
と
の
間
の
占
用
物
件
等
の
維
持
修
繕
に
関
す
る
協
定
制
度
の
創
設
等

 

の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。



 

 
　
　
　

下
水
道
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案　

新
旧
対
照
条
文　

目
次
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三
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第
七
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○　

下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

 
 

目
次

目
次

 
 

第
一
章　

総
則
（
第
一
条

第
二
条
の
三
）

第
一
章　

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

―

 
 

第
一
章
の
二　

流
域
別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
（
第
二
条
の
四
）

第
一
章
の
二　

流
域
別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
（
第
二
条
の
二
）

 
 

第
二
章
～
第
三
章　

（
略
）

第
二
章
～
第
三
章　

（
略
）

 

第
三
章
の
二　

下
水
道
管
理
者
の
間
の
連
携
等
（
第
三
十
一
条
の
二

第
三

（
新
設
）

―

 
 

十
一
条
の
五
）

 
 

第
四
章　

雑
則
（
第
三
十
一
条
の
六

第
四
十
三
条
）

第
四
章　

雑
則
（
第
三
十
一
条
の
二

第
四
十
三
条
）

―

―

 
 

第
五
章　

（
略
）

第
五
章　

（
略
）

附
則

附
則

 
 

（
目
的
）

（
こ
の
法
律
の
目
的
）

第
一
条　

こ
の
法
律
は
、
流
域
別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
の
策
定
に
関
す
る
事

第
一
条　

こ
の
法
律
は
、
流
域
別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
の
策
定
に
関
す
る
事

項
並
び
に
公
共
下
水
道
、
流
域
下
水
道
及
び
都
市
下
水
路
の
設
置
、
改
築
、

項
並
び
に
公
共
下
水
道
、
流
域
下
水
道
及
び
都
市
下
水
路
の
設
置
そ
の
他
の

修
繕
、
維
持
そ
の
他
の
管
理
の
基
準
等
を
定
め
て
、
下
水
道
の
整
備
を
図
る

管
理
の
基
準
等
を
定
め
て
、
下
水
道
の
整
備
を
図
り
、
も
つ
て
都
市
の
健
全

と
と
も
に
、
下
水
道
の
基
盤
の
強
化
を
図
り
、
も
つ
て
都
市
の
健
全
な
発
達

な
発
達
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
に
寄
与
し
、
あ
わ
せ
て
公
共
用
水
域
の
水
質

 

及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
に
寄
与
し
、
あ
わ
せ
て
公
共
用
水
域
の
水
質
の
保
全

の
保
全
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 
 

（
用
語
の
定
義
）

（
用
語
の
定
義
）

第
二
条　

こ
の
法
律
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ

第
二
条　

こ
の
法
律
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ

 
 

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 
 

一
～
六　

（
略
）

一
～
六　

（
略
）

七　

排
水
区
域　

公
共
下
水
道
に
よ
り
下
水
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
地

七　

排
水
区
域　

公
共
下
水
道
に
よ
り
下
水
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
地

 

域
で
、
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
区
域
（
第
九
条
の
二

域
で
、
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
区
域
を
い
う
。

 
 

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
区
域
を
除
く
。
）
を
い
う
。
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八　

処
理
区
域　

排
水
区
域
の
う
ち
排
除
さ
れ
た
下
水
を
終
末
処
理
場
に
よ

八　

処
理
区
域　

排
水
区
域
の
う
ち
排
除
さ
れ
た
下
水
を
終
末
処
理
場
に
よ

り
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
域
で
、
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

り
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
域
で
、
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

 
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
区
域
（
第
九
条
の
二
第
五
項

る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
区
域
を
い
う
。

 
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
区
域
を
除

 
 

く
。
）
を
い
う
。

九　

（
略
）

九　

（
略
）

 
 

（
基
本
方
針
）

 

第
二
条
の
二　

国
土
交
通
大
臣
は
、
下
水
道
の
整
備
及
び
基
盤
の
強
化
に
関
す

（
新
設
）

る
基
本
的
な
方
針
（
第
二
条
の
四
第
二
項
第
一
号
を
除
き
、
以
下
「
基
本
方

 

針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

２　

基
本
方
針
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

一　

下
水
道
の
整
備
に
関
す
る
基
本
的
事
項

 

二　

下
水
道
の
基
盤
の
強
化
に
関
す
る
基
本
的
事
項

 

三　

下
水
道
の
維
持
及
び
修
繕
並
び
に
計
画
的
な
改
築
に
関
す
る
事
項 

四　

下
水
道
の
管
理
に
必
要
な
人
材
の
確
保
及
び
育
成
に
関
す
る
事
項

五　

下
水
道
管
理
者
（
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
共
下
水
道
管
理
者
、

第
二
十
五
条
の
二
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
流
域
下
水
道
管
理
者
及
び
第

二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
下
水
路
管
理
者
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
の
間
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
取
組
（
以
下
「
下
水
道
管
理
者
の
間
の

 

連
携
等
」
と
い
う
。
）
の
推
進
に
関
す
る
事
項 

イ　

市
町
村
の
区
域
を
超
え
た
広
域
的
な
連
携

ロ　

二
以
上
の
公
共
下
水
道
、
流
域
下
水
道
又
は
都
市
下
水
路
の
一
体
的

 

な
管
理

六　

下
水
道
の
管
理
に
必
要
な
情
報
通
信
技
術
そ
の
他
の
先
端
的
な
技
術
の

 

活
用
に
関
す
る
事
項

 

七　

そ
の
他
下
水
道
の
整
備
及
び
基
盤
の
強
化
に
関
す
る
重
要
事
項

３　

国
土
交
通
大
臣
は
、
基
本
方
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
は

、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
責
務
）

第
二
条
の
三　

国
は
、
下
水
道
の
整
備
及
び
基
盤
の
強
化
に
関
す
る
基
本
的
か

（
新
設
）

つ
総
合
的
な
施
策
を
策
定
し
、
並
び
に
こ
れ
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
都
道

府
県
及
び
下
水
道
管
理
者
に
対
し
、
必
要
な
技
術
的
及
び
財
政
的
な
援
助
を

 

行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

都
道
府
県
は
、
そ
の
区
域
の
自
然
的
社
会
的
諸
条
件
に
応
じ
て
、
そ
の
区

域
内
に
お
け
る
下
水
道
管
理
者
の
間
の
連
携
等
の
推
進
に
関
す
る
施
策
を
策

 

定
し
、
及
び
こ
れ
を
実
施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

下
水
道
管
理
者
は
、
下
水
道
を
適
正
に
管
理
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
下
水

道
の
基
盤
の
強
化
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

第
二
条
の
四　

（
略
）

第
二
条
の
二　

（
略
）

 
 

２
～
４　

（
略
）

２
～
４　

（
略
）

５　

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
受
け
た
都
道
府
県
は
、
第
二
項
第
五
号
に
掲

５　

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
受
け
た
都
道
府
県
は
、
第
二
項
第
五
号
に
掲

げ
る
事
項
に
、
当
該
申
出
に
係
る
窒
素
含
有
量
又
は
燐
含
有
量
の
削
減
方
法

げ
る
事
項
に
、
当
該
申
出
に
係
る
窒
素
含
有
量
又
は
燐
含
有
量
の
削
減
方
法

り
ん

り
ん

、
当
該
高
度
処
理
終
末
処
理
場
の
設
置
、
改
築
、
修
繕
、
維
持
そ
の
他
の
管

、
当
該
高
度
処
理
終
末
処
理
場
の
設
置
、
改
築
、
修
繕
、
維
持
そ
の
他
の
管

理
（
次
章
第
二
節
を
除
き
、
以
下
単
に
「
管
理
」
と
い
う
。
）
に
要
す
る
費

理
に
要
す
る
費
用
の
予
定
額
及
び
当
該
他
の
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
費
用
の

 

用
の
予
定
額
及
び
当
該
他
の
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
費
用
の
負
担
に
関
す
る

負
担
に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

６　

流
域
別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
は
、
基
本
方
針
に
即
す
る
も
の
で
な
け
れ

（
新
設
）

 
 

ば
な
ら
な
い
。

 
 

７　

（
略
）

６　

（
略
）

８　

都
府
県
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
二
以
上
の
都
府
県
の
区
域
に
わ
た
る

７　

都
府
県
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
二
以
上
の
都
府
県
の
区
域
に
わ
た
る

水
系
に
係
る
河
川
そ
の
他
の
公
共
の
水
域
又
は
二
以
上
の
都
府
県
の
区
域
に

水
系
に
係
る
河
川
そ
の
他
の
公
共
の
水
域
又
は
二
以
上
の
都
府
県
の
区
域
に

お
け
る
汚
水
に
よ
り
水
質
の
汚
濁
が
生
ず
る
海
域
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い

お
け
る
汚
水
に
よ
り
水
質
の
汚
濁
が
生
じ
る
海
域
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い

て
の
流
域
別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か

て
の
流
域
別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か

じ
め
、
関
係
都
府
県
及
び
関
係
市
町
村
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

じ
め
、
関
係
都
府
県
及
び
関
係
市
町
村
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 
 

。

。

 
 

９
・

　

（
略
）

８
・
９　

（
略
）

10

　

都
府
県
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
八
項
に
規
定
す
る
流
域
別
下
水
道

　

都
府
県
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
七
項
に
規
定
す
る
流
域
別
下
水
道

11

10
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整
備
総
合
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

整
備
総
合
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

 
 

り
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

り
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・

　

（
略
）

・

　

（
略
）

12

13

11

12

 
 

（
管
理
）

（
管
理
）

第
三
条　

公
共
下
水
道
の
管
理
は
、
市
町
村
が
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三
条　

公
共
下
水
道
の
設
置
、
改
築
、
修
繕
、
維
持
そ
の
他
の
管
理
は
、
市

 

 
 

町
村
が
行
う
も
の
と
す
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
は
、
二
以
上
の
市
町
村
が
受
益

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
は
、
二
以
上
の
市
町
村
が
受
益

し
、
か
つ
、
関
係
市
町
村
の
み
で
は
設
置
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め

し
、
か
つ
、
関
係
市
町
村
の
み
で
は
設
置
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
関
係
市
町
村
と
協
議
し
て
、
当
該
公
共
下
水
道

ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
関
係
市
町
村
と
協
議
し
て
、
当
該
公
共
下
水
道

の
管
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
関
係
市
町
村
が
協

の
設
置
、
改
築
、
修
繕
、
維
持
そ
の
他
の
管
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ

議
に
応
じ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な

の
場
合
に
お
い
て
、
関
係
市
町
村
が
協
議
に
応
じ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ

 
 

い
。

ら
か
じ
め
そ
の
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
は
、
第
三
十
一
条
の
二
第
三

（
新
設
）

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
の
定
め
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
広
域

連
携
推
進
計
画
に
当
該
都
道
府
県
に
よ
る
公
共
下
水
道
の
管
理
（
設
置
を
除

く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
公
共
下
水
道
の
管
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

（
事
業
計
画
の
策
定
）

（
事
業
計
画
の
策
定
）

 
 

第
四
条　

（
略
）

第
四
条　

（
略
）

 
 

２
～
５　

（
略
）

２
～
５　

（
略
）

 

６　

公
共
下
水
道
管
理
者
は
、
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
に
道
路

（
新
設
）

 

管
理
者
（
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

 

に
規
定
す
る
道
路
管
理
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
協
力
が
必
要
な
事
項

 

に
つ
い
て
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
道
路

 

管
理
者
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
事
業

 

計
画
を
定
め
る
前
に
、
同
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
協
議
会

 

に
お
い
て
、
当
該
事
項
の
記
載
に
つ
い
て
協
議
が
成
立
し
た
と
き
は
、
こ
の

 
 

限
り
で
な
い
。
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７　

（
略
）

６　

（
略
）

 
 

（
事
業
計
画
に
定
め
る
べ
き
事
項
）

（
事
業
計
画
に
定
め
る
べ
き
事
項
）

第
五
条　

前
条
第
一
項
の
事
業
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め

第
五
条　

前
条
第
一
項
の
事
業
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め

 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

一
～
四　

（
略
）

一
～
四　

（
略
）

五　

予
定
処
理
区
域
（
雨
水
公
共
下
水
道
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
予
定

五　

予
定
処
理
区
域
（
雨
水
公
共
下
水
道
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
予
定

 
 

排
水
区
域
。
第
四
項
及
び
次
条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

排
水
区
域
。
第
三
項
及
び
次
条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

 
 

六　

（
略
）

六　

（
略
）

 

２　

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
は
、
道
路
管
理
者
と
の
連
携
に
よ
る
道
路

（
新
設
）

 

（
道
路
法
に
よ
る
道
路
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
路
面
下
の
点
検
の
実
施

 

、
道
路
の
区
域
に
お
け
る
地
盤
の
状
況
に
関
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
公

 

共
下
水
道
管
理
者
が
行
う
点
検
の
た
め
に
道
路
管
理
者
の
協
力
が
必
要
な
事

 
 

項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

前
条
第
一
項
の
事
業
計
画
に
お
い
て
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の

２　

前
条
第
一
項
の
事
業
計
画
に
お
い
て
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ

ほ
か
、
浸
水
被
害
の
発
生
を
防
ぐ
べ
き
目
標
と
な
る
降
雨
（
以
下
「
計
画
降

か
、
浸
水
被
害
の
発
生
を
防
ぐ
べ
き
目
標
と
な
る
降
雨
（
以
下
「
計
画
降
雨

 
 

雨
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

４　

（
略
）

３　

（
略
）

５　

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
事
業
計
画
の
記
載
方
法
そ
の
他
そ
の
記
載
に

４　

第
一
項
又
は
第
二
項
の
事
業
計
画
の
記
載
方
法
そ
の
他
そ
の
記
載
に
関
し

関
し
必
要
な
事
項
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
。

必
要
な
事
項
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
。

 
 

（
事
業
計
画
の
要
件
）

（
事
業
計
画
の
要
件
）

第
六
条　

第
四
条
第
一
項
の
事
業
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も

第
六
条　

第
四
条
第
一
項
の
事
業
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も

 
 

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

一
～
四　

（
略
）

一
～
四　

（
略
）

 
 

五　

基
本
方
針
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
新
設
）

六
～
八　

（
略
）

五
～
七　

（
略
）

 
 

（
構
造
の
基
準
）

（
構
造
の
基
準
）

第
七
条　

公
共
下
水
道
の
構
造
は
、
公
衆
衛
生
上
重
大
な
危
害
が
生
じ
、
又
は

第
七
条　

公
共
下
水
道
の
構
造
は
、
公
衆
衛
生
上
重
大
な
危
害
が
生
じ
、
又
は
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公
共
用
水
域
の
水
質
に
重
大
な
影
響
が
及
ぶ
こ
と
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き

公
共
用
水
域
の
水
質
に
重
大
な
影
響
が
及
ぶ
こ
と
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
政

 
る
も
の
で
あ
つ
て
、
水
圧
、
土
圧
、
地
震
力
そ
の
他
の
荷
重
、
地
盤
の
状
況

令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
、
下
水
の
量
及
び
水
質
そ
の
他
の
公
共
下
水
道
の
損
傷
、
腐
食
そ
の
他
の
劣

 

化
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
要
因
を
考
慮
し
た
安
全
な
も
の
で
あ
り
、

 

か
つ
、
改
築
、
修
繕
及
び
点
検
の
容
易
性
並
び
に
災
害
の
発
生
時
に
お
い
て

 

公
共
下
水
道
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
応
急
措
置
の
実
施
の
容
易
性
を
考

 
 

慮
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２　

公
共
下
水
道
の
構
造
に
つ
い
て
公
衆
衛
生
上
重
大
な
危
害
が
生
じ
、
又
は

（
新
設
）

 

公
共
用
水
域
の
水
質
に
重
大
な
影
響
が
及
ぶ
こ
と
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
必

 
 

要
と
さ
れ
る
技
術
上
の
基
準
は
、
政
令
で
定
め
る
。

３　

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
公
共
下
水
道
の
構
造
の
技
術
上
の
基
準

２　

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
公
共
下
水
道
の
構
造
は
、
政
令
で
定
め

は
、
政
令
で
定
め
る
基
準
を
参
酌
し
て
、
公
共
下
水
道
管
理
者
で
あ
る
地
方

る
基
準
を
参
酌
し
て
公
共
下
水
道
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
条
例
で

公
共
団
体
の
条
例
で
定
め
る
。

定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

（
公
共
下
水
道
の
維
持
又
は
修
繕
）

（
公
共
下
水
道
の
維
持
又
は
修
繕
）

 
 

第
七
条
の
三　

（
略
）

第
七
条
の
三　

（
略
）

 
 

２　

（
略
）

２　

（
略
）

３　

前
項
の
技
術
上
の
基
準
は
、
公
共
下
水
道
の
修
繕
を
効
率
的
に
行
う
た
め

３　

前
項
の
技
術
上
の
基
準
は
、
公
共
下
水
道
の
修
繕
を
効
率
的
に
行
う
た
め

の
公
共
下
水
道
の
施
設
の
点
検
及
び
安
全
性
の
評
価
並
び
に
災
害
の
発
生
時

の
点
検
及
び
災
害
の
発
生
時
に
お
い
て
公
共
下
水
道
の
機
能
を
維
持
す
る
た

に
お
い
て
公
共
下
水
道
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
応
急
措
置
の
実
施
に
関

め
の
応
急
措
置
の
実
施
に
関
す
る
基
準
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

す
る
基
準
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。

 
 

（
計
画
的
な
改
築
等
）

 

第
七
条
の
四　

公
共
下
水
道
管
理
者
は
、
長
期
的
な
観
点
か
ら
、
排
水
区
域
に

（
新
設
）

お
け
る
降
水
量
、
人
口
そ
の
他
の
下
水
の
量
及
び
水
質
に
影
響
を
及
ぼ
す
お

そ
れ
の
あ
る
要
因
、
地
形
及
び
土
地
利
用
の
状
況
並
び
に
下
水
の
放
流
先
の

状
況
に
鑑
み
、
公
共
下
水
道
の
計
画
的
な
改
築
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 。
２　

公
共
下
水
道
管
理
者
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公

共
下
水
道
の
改
築
に
要
す
る
費
用
を
含
む
公
共
下
水
道
の
管
理
に
係
る
収
支
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の
見
通
し
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
表
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

（
供
用
開
始
の
公
示
等
）

（
供
用
開
始
の
公
示
等
）

第
九
条　

公
共
下
水
道
管
理
者
は
、
公
共
下
水
道
の
供
用
を
開
始
し
よ
う
と
す

第
九
条　

公
共
下
水
道
管
理
者
は
、
公
共
下
水
道
の
供
用
を
開
始
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
供
用
を
開
始
す
べ
き
年
月
日
、
下
水
を
排
除
す
べ
き
区
域
そ
の

る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
供
用
を
開
始
す
べ
き
年
月
日
、
下
水
を
排
除
す

他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
公
示
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図

べ
き
区
域
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
公
示
し
、
か
つ
、
こ
れ

面
を
当
該
公
共
下
水
道
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
事
務
所
に
お
い
て

を
表
示
し
た
図
面
を
当
該
公
共
下
水
道
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
事

一
般
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
示
し
た
事
項
の
変
更
（
次
条

務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
示
し
た
事
項

 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
区
域
の
全
部
又
は
一
部
の
廃
止
を
伴
う
変
更
を

を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

 
 

除
く
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２　

前
項
の
規
定
は
、
公
共
下
水
道
管
理
者
が
終
末
処
理
場
に
よ
る
下
水
の
処

２　

前
項
の
規
定
は
、
公
共
下
水
道
管
理
者
が
終
末
処
理
場
に
よ
る
下
水
の
処

理
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
当
該
公
共
下
水
道
が
接
続
す
る
流
域
下

理
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
当
該
公
共
下
水
道
が
接
続
す
る
流
域
下

水
道
の
終
末
処
理
場
に
よ
る
下
水
の
処
理
が
開
始
さ
れ
る
場
合
に
準
用
す
る

水
道
の
終
末
処
理
場
に
よ
る
下
水
の
処
理
が
開
始
さ
れ
る
場
合
に
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
供
用
を
開
始
す
べ
き
年
月
日
」
と
あ
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
供
用
を
開
始
す
べ
き
年
月
日
」
と
あ
る

の
は
「
下
水
の
処
理
を
開
始
す
べ
き
年
月
日
」
と
、
「
下
水
を
排
除
す
べ
き

の
は
「
下
水
の
処
理
を
開
始
す
べ
き
年
月
日
」
と
、
「
下
水
を
排
除
す
べ
き

区
域
」
と
あ
る
の
は
「
下
水
を
処
理
す
べ
き
区
域
」
と
、
「
国
土
交
通
省
令

区
域
」
と
あ
る
の
は
「
下
水
を
処
理
す
べ
き
区
域
」
と
、
「
国
土
交
通
省
令

」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
省
令
・
環
境
省
令
」
と
、
「
次
条
第
一
項
」
と

」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
省
令
・
環
境
省
令
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

あ
る
の
は
「
次
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え

る
。

る
も
の
と
す
る
。

 
 

（
排
水
区
域
等
の
廃
止
）

 

第
九
条
の
二　

公
共
下
水
道
管
理
者
は
、
排
水
区
域
の
自
然
的
経
済
的
社
会
的

（
新
設
）

 

諸
条
件
を
考
慮
し
、
公
共
下
水
道
に
よ
り
当
該
排
水
区
域
の
全
部
又
は
一
部

 

の
下
水
を
排
除
す
る
必
要
が
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
排
水

 
 

区
域
の
全
部
又
は
一
部
を
廃
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２　

公
共
下
水
道
管
理
者
は
、
排
水
区
域
の
全
部
又
は
一
部
を
廃
止
し
よ
う
と

 

す
る
と
き
は
、
廃
止
の
予
定
年
月
日
、
廃
止
し
よ
う
と
す
る
区
域
そ
の
他
国

 

土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
公
示
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
を

 

、
第
四
項
の
公
示
の
日
の
前
日
ま
で
当
該
公
共
下
水
道
管
理
者
で
あ
る
地
方 

 

公
共
団
体
の
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３　

公
共
下
水
道
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
し
よ
う
と
す
る
と

 
き
は
、
当
該
公
示
に
係
る
区
域
内
の
公
共
下
水
道
を
使
用
す
る
者
の
同
意
を

 
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
公
共
下
水
道
を
管
理
す
る
地
方
公

 

共
団
体
が
当
該
公
共
下
水
道
に
よ
る
下
水
の
排
除
に
代
わ
る
措
置
と
し
て
国

 
 

土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
を
講
ず
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

４　

公
共
下
水
道
管
理
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
排
水
区
域
の
全
部
又
は

 

一
部
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
廃
止
し
た
区
域
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め

 

る
事
項
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

前
各
項
の
規
定
は
、
処
理
区
域
の
全
部
又
は
一
部
を
廃
止
す
る
場
合
に
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
排
除
す
る
」
と
あ
る
の
は
「

処
理
す
る
」
と
、
前
三
項
中
「
国
土
交
通
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通

省
令
・
環
境
省
令
」
と
、
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
排
除
」
と
あ
る
の
は
「
処

理
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 
 

（
排
水
設
備
の
設
置
等
）

（
排
水
設
備
の
設
置
等
）

第
十
条　

公
共
下
水
道
の
供
用
が
開
始
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
公
共

第
十
条　

公
共
下
水
道
の
供
用
が
開
始
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
公
共

下
水
道
の
排
水
区
域
内
の
土
地
の
所
有
者
、
使
用
者
又
は
占
有
者
は
、
遅
滞

下
水
道
の
排
水
区
域
内
の
土
地
の
所
有
者
、
使
用
者
又
は
占
有
者
は
、
遅
滞

な
く
、
次
の
区
分
に
従
つ
て
、
そ
の
土
地
の
下
水
を
公
共
下
水
道
に
流
入
さ

な
く
、
次
の
区
分
に
従
つ
て
、
そ
の
土
地
の
下
水
を
公
共
下
水
道
に
流
入
さ

せ
る
た
め
に
必
要
な
排
水
管
、
排
水
渠
そ
の
他
の
排
水
施
設
（
以
下
「
排
水

せ
る
た
め
に
必
要
な
排
水
管
、
排
水
渠
そ
の
他
の
排
水
施
設
（
以
下
「
排
水

き
よ

き
よ

設
備
」
と
い
う
。
）
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
別
の
事

設
備
」
と
い
う
。
）
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
別
の
事

情
に
よ
り
公
共
下
水
道
管
理
者
の
許
可
を
受
け
た
場
合
そ
の
他
政
令
で
定
め

情
に
よ
り
公
共
下
水
道
管
理
者
の
許
可
を
受
け
た
場
合
そ
の
他
政
令
で
定
め

 
 

る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 
 

一
・
二　

（
略
）

一
・
二　

（
略
）

三　

道
路
そ
の
他
の
公
共
施
設
（
建
築
物
を
除
く
。
）
の
敷
地
で
あ
る
土
地

三　

道
路
（
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
に
よ
る
道
路
を

に
あ
つ
て
は
、
当
該
公
共
施
設
を
管
理
す
べ
き
者

い
う
。
）
そ
の
他
の
公
共
施
設
（
建
築
物
を
除
く
。
）
の
敷
地
で
あ
る
土

 

 
 

地
に
あ
つ
て
は
、
当
該
公
共
施
設
を
管
理
す
べ
き
者

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
排
水
設
備
の
改
築
又
は
修
繕
は
、
同
項

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
排
水
設
備
の
改
築
又
は
修
繕
は
、
同
項

の
規
定
に
よ
り
こ
れ
を
設
置
す
べ
き
者
が
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
清
掃
そ
の

の
規
定
に
よ
り
こ
れ
を
設
置
す
べ
き
者
が
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
清
掃
そ
の

他
の
維
持
は
、
当
該
土
地
の
占
有
者
（
同
項
第
三
号
の
土
地
に
あ
つ
て
は
、

他
の
維
持
は
、
当
該
土
地
の
占
有
者
（
前
項
第
三
号
の
土
地
に
あ
つ
て
は
、

 
 

当
該
公
共
施
設
を
管
理
す
べ
き
者
）
が
行
う
も
の
と
す
る
。

当
該
公
共
施
設
を
管
理
す
べ
き
者
）
が
行
う
も
の
と
す
る
。
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３　

排
水
設
備
の
設
置
又
は
構
造
に
つ
い
て
は
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五

３　

第
一
項
の
排
水
設
備
の
設
置
又
は
構
造
に
つ
い
て
は
、
建
築
基
準
法
（
昭

年
法
律
第
二
百
一
号
）
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い

和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場

て
は
そ
れ
ら
の
法
令
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
政
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準

合
に
お
い
て
は
そ
れ
ら
の
法
令
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
政
令
で
定
め
る
技
術

 
 

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

上
の
基
準
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

４　

排
水
区
域
の
う
ち
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
区
域
内
の
土

（
新
設
）

 

地
の
所
有
者
、
使
用
者
又
は
占
有
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

 

そ
の
土
地
の
下
水
を
公
共
下
水
道
以
外
の
設
備
又
は
施
設
に
流
入
さ
せ
る
た

め
に
必
要
な
排
水
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

（
水
洗
便
所
へ
の
改
造
義
務
等
）

（
水
洗
便
所
へ
の
改
造
義
務
等
）

第
十
一
条
の
三　

処
理
区
域
（
第
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条

第
十
一
条
の
三　

処
理
区
域
内
に
お
い
て
く
み
取
便
所
が
設
け
ら
れ
て
い
る
建

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
区
域
を
除
く
。
）
内
に
お
い
て
く
み
取

築
物
を
所
有
す
る
者
は
、
当
該
処
理
区
域
に
つ
い
て
の
第
九
条
第
二
項
に
お

便
所
が
設
け
ら
れ
て
い
る
建
築
物
を
所
有
す
る
者
は
、
当
該
処
理
区
域
に
つ

い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
下
水
の
処
理
を
開

い
て
の
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公

始
す
べ
き
日
か
ら
三
年
以
内
に
、
そ
の
便
所
を
水
洗
便
所
（
汚
水
管
が
公
共

示
さ
れ
た
下
水
の
処
理
を
開
始
す
べ
き
日
か
ら
三
年
以
内
に
、
そ
の
便
所
を

下
水
道
に
連
結
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
改
造
し
な
け
れ
ば

 

水
洗
便
所
（
汚
水
管
が
公
共
下
水
道
に
連
結
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
以
下
同

な
ら
な
い
。

 
 

じ
。
）
に
改
造
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
６　

（
略
）

２
～
６　

（
略
）

 
 

（
都
道
府
県
に
よ
る
復
旧
工
事
の
代
行
）

 

第
十
四
条
の
二　

第
二
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
流
域
下
水
道

（
新
設
）

を
管
理
す
る
都
道
府
県
は
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
か

ら
要
請
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
市
町
村
に
お
け
る
公
共
下
水
道
の
復
旧
に
関

す
る
工
事
の
実
施
体
制
そ
の
他
の
地
域
の
実
情
を
勘
案
し
て
、
当
該
市
町
村

が
管
理
す
る
公
共
下
水
道
（
当
該
流
域
下
水
道
と
管
理
上
密
接
な
関
連
を
有

す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
復
旧
に
関
す
る
工
事
を
当
該
市
町
村
に
代

わ
つ
て
自
ら
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
第
三
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
事
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
こ
れ

 

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
項
の
都
道
府
県
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
共
下
水
道
の
復
旧
に
関
す
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る
工
事
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該

公
共
下
水
道
の
公
共
下
水
道
管
理
者
に
代
わ
つ
て
そ
の
権
限
を
行
う
も
の
と

 
す
る
。

３　

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
公
共
下
水
道
の
復
旧
に
関
す
る
工
事

を
行
う
場
合
に
は
、
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当

 

該
都
道
府
県
を
公
共
下
水
道
管
理
者
と
み
な
す
。

４　

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
施
行
す
る
公
共
下
水
道
の
復
旧
に
関

す
る
工
事
に
つ
い
て
は
、
当
該
都
道
府
県
の
費
用
を
も
つ
て
こ
れ
を
施
行
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国
は
同
項
の
市
町
村
が
自
ら
当
該
公
共
下
水
道

の
復
旧
に
関
す
る
工
事
を
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
国
が
当
該
市
町
村

に
交
付
す
べ
き
負
担
金
又
は
補
助
金
の
額
に
相
当
す
る
額
を
負
担
し
、
又
は

当
該
都
道
府
県
に
補
助
し
、
当
該
市
町
村
は
当
該
費
用
の
額
か
ら
国
が
当
該

都
道
府
県
に
交
付
す
る
負
担
金
又
は
補
助
金
の
額
を
控
除
し
た
額
を
負
担
す

 

る
。

５　

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
共
下
水
道
管
理
者
に
代
わ
つ
て
そ
の
権
限
を
行

う
都
道
府
県
は
、
第
五
章
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
公
共
下
水
道
管
理

者
と
み
な
す
。

 
 

（
公
共
下
水
道
管
理
者
以
外
の
者
の
行
う
工
事
等
）

（
公
共
下
水
道
管
理
者
以
外
の
者
の
行
う
工
事
等
）

第
十
六
条　

公
共
下
水
道
管
理
者
以
外
の
者
は
、
前
三
条
、
第
三
十
一
条
の
五

第
十
六
条　

公
共
下
水
道
管
理
者
以
外
の
者
は
、
前
二
条
の
規
定
に
よ
る
場
合

及
び
道
路
法
第
二
十
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
場
合
の
ほ
か
、
公
共
下
水
道
管

の
ほ
か
、
公
共
下
水
道
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
、
公
共
下
水
道
の
施
設
に

理
者
の
承
認
を
受
け
て
、
公
共
下
水
道
の
施
設
に
関
す
る
工
事
又
は
公
共
下

関
す
る
工
事
又
は
公
共
下
水
道
の
施
設
の
維
持
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た

水
道
の
施
設
の
維
持
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
公
共
下
水
道
の
施

だ
し
、
公
共
下
水
道
の
施
設
の
維
持
で
政
令
で
定
め
る
軽
微
な
も
の
に
つ
い

設
の
維
持
で
政
令
で
定
め
る
軽
微
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
承
認
を
受
け
る
こ

て
は
、
承
認
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

と
を
要
し
な
い
。

 
 

（
損
傷
等
負
担
金
）

（
損
傷
負
担
金
）

第
十
八
条　

公
共
下
水
道
管
理
者
は
、
公
共
下
水
道
の
施
設
を
損
傷
し
た
行
為

第
十
八
条　

公
共
下
水
道
管
理
者
は
、
公
共
下
水
道
の
施
設
を
損
傷
し
た
行
為

又
は
そ
の
機
能
を
著
し
く
妨
げ
た
行
為
に
よ
り
必
要
を
生
じ
た
公
共
下
水
道

に
よ
り
必
要
を
生
じ
た
公
共
下
水
道
の
施
設
に
関
す
る
工
事
に
要
す
る
費
用

の
施
設
に
関
す
る
工
事
又
は
維
持
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
必
要

に
つ
い
て
は
、
そ
の
必
要
を
生
じ
た
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
行
為
を
し
た
者
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を
生
じ
た
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
行
為
を
し
た
者
に
そ
の
全
部
又
は
一
部
を

に
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

負
担
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

（
使
用
料
）

（
使
用
料
）

 
 

第
二
十
条　

（
略
）

第
二
十
条　

（
略
）

 
 

２　

使
用
料
は
、
次
の
原
則
に
よ
つ
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

使
用
料
は
、
次
の
原
則
に
よ
つ
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

一　

（
略
）

一　

（
略
）

二　

能
率
的
な
管
理
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
に
、
改
築
を
実
施
す
る
た

二　

能
率
的
な
管
理
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
を
こ
え
な
い
も
の
で
あ
る

 

め
将
来
に
お
い
て
必
要
と
な
る
資
金
と
し
て
積
み
立
て
る
べ
き
額
を
加
え

こ
と
。

 
 

た
も
の
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
 

三　

（
略
）

三　

（
略
）

四　

特
定
の
使
用
者
に
対
し
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
す
る
も
の
で
な
い
こ

四　

特
定
の
使
用
者
に
対
し
不
当
な
差
別
的
取
扱
を
す
る
も
の
で
な
い
こ
と

 
 

と
。

。

 

３　

前
項
各
号
の
原
則
に
よ
つ
て
使
用
料
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
必
要
な
技
術

（
新
設
）

 
 

的
細
目
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
。

４　

（
略
）

３　

（
略
）

 
 

（
施
設
の
工
事
及
び
維
持
管
理
の
状
況
の
公
表
）

 

第
二
十
三
条
の
二　

公
共
下
水
道
管
理
者
は
、
公
共
下
水
道
の
施
設
の
工
事
及

（
新
設
）

 

び
維
持
管
理
の
状
況
に
関
す
る
情
報
で
あ
つ
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事

 

項
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
三
条
の
三　

（
略
）

第
二
十
三
条
の
二　

（
略
）

 
 

（
条
例
で
規
定
す
る
事
項
）

（
条
例
で
規
定
す
る
事
項
）

第
二
十
五
条　

こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
で
定
め
る
も
の
の
ほ

第
二
十
五
条　

こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
く
命
令
で
定
め
る
も
の
の
ほ
か

か
、
公
共
下
水
道
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
公
共
下
水
道
管
理
者
で

、
公
共
下
水
道
の
設
置
そ
の
他
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
公
共
下
水

あ
る
地
方
公
共
団
体
の
条
例
で
定
め
る
。

道
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
条
例
で
定
め
る
。
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（
管
理
）

（
管
理
）

第
二
十
五
条
の
二
十
二　

流
域
下
水
道
の
管
理
は
、
都
道
府
県
が
行
う
も
の
と

第
二
十
五
条
の
二
十
二　

流
域
下
水
道
の
設
置
、
改
築
、
修
繕
、
維
持
そ
の
他

 
 

す
る
。

の
管
理
は
、
都
道
府
県
が
行
う
も
の
と
す
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
町
村
は
、
都
道
府
県
と
協
議
し
て
、
流

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
町
村
は
、
都
道
府
県
と
協
議
し
て
、
流

域
下
水
道
の
管
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

域
下
水
道
の
設
置
、
改
築
、
修
繕
、
維
持
そ
の
他
の
管
理
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
。

 
 

（
事
業
計
画
の
策
定
）

（
事
業
計
画
の
策
定
）

 
 

第
二
十
五
条
の
二
十
三　

（
略
）

第
二
十
五
条
の
二
十
三　

（
略
）

 
 

２
～
６　

（
略
）

２
～
６　

（
略
）

 

７　

流
域
下
水
道
管
理
者
は
、
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
に
道
路

（
新
設
）

 

管
理
者
の
協
力
が
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当

 

該
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
道
路
管
理
者
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ

 

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
事
業
計
画
を
定
め
る
前
に
、
道
路
法
第
二
十
八
条

 

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
協
議
会
に
お
い
て
、
当
該
事
項
の
記
載
に
つ
い
て

 
 

協
議
が
成
立
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

８　

（
略
）

７　

（
略
）

 
 

（
事
業
計
画
に
定
め
る
べ
き
事
項
）

（
事
業
計
画
に
定
め
る
べ
き
事
項
）

第
二
十
五
条
の
二
十
四　

前
条
第
一
項
の
事
業
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ

第
二
十
五
条
の
二
十
四　

前
条
第
一
項
の
事
業
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ

 
 

る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

一
～
三　

（
略
）

一
～
三　

（
略
）

四　

流
域
関
連
公
共
下
水
道
の
予
定
処
理
区
域
（
雨
水
流
域
下
水
道
に
係
る

四　

流
域
関
連
公
共
下
水
道
の
予
定
処
理
区
域
（
雨
水
流
域
下
水
道
に
係
る

も
の
に
あ
つ
て
は
、
予
定
排
水
区
域
。
第
四
項
及
び
次
条
第
四
号
に
お
い

も
の
に
あ
つ
て
は
、
予
定
排
水
区
域
。
第
三
項
及
び
次
条
第
四
号
に
お
い

 
 

て
同
じ
。
）

て
同
じ
。
）

 
 

五　

（
略
）

五　

（
略
）

 

２　

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
は
、
道
路
管
理
者
と
の
連
携
に
よ
る
道
路

（
新
設
）

 

の
路
面
下
の
点
検
の
実
施
、
道
路
の
区
域
に
お
け
る
地
盤
の
状
況
に
関
す
る

 

情
報
の
提
供
そ
の
他
の
流
域
下
水
道
管
理
者
が
行
う
点
検
の
た
め
に
道
路
管

 
 

理
者
の
協
力
が
必
要
な
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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３　

前
条
第
一
項
の
事
業
計
画
に
お
い
て
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の

２　

前
条
第
一
項
の
事
業
計
画
に
お
い
て
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ

 
 

ほ
か
、
計
画
降
雨
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

か
、
計
画
降
雨
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

４　

（
略
）

３　

（
略
）

５　

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
事
業
計
画
の
記
載
方
法
そ
の
他
そ
の
記
載
に

４　

第
一
項
又
は
第
二
項
の
事
業
計
画
の
記
載
方
法
そ
の
他
そ
の
記
載
に
関
し

関
し
必
要
な
事
項
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
。

必
要
な
事
項
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
。

 
 

（
事
業
計
画
の
要
件
）

（
事
業
計
画
の
要
件
）

第
二
十
五
条
の
二
十
五　

第
二
十
五
条
の
二
十
三
第
一
項
の
事
業
計
画
は
、
次

第
二
十
五
条
の
二
十
五　

第
二
十
五
条
の
二
十
三
第
一
項
の
事
業
計
画
は
、
次

 
 

に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

一
～
四　

（
略
）

一
～
四　

（
略
）

 
 

五　

基
本
方
針
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
新
設
）

六
・
七　

（
略
）

五
・
六　

（
略
）

 
 

（
準
用
規
定
）

（
準
用
規
定
）

第
二
十
五
条
の
三
十　

第
七
条
か
ら
第
八
条
ま
で
、
第
十
一
条
の
二
、
第
十
二

第
二
十
五
条
の
三
十　

第
七
条
か
ら
第
八
条
ま
で
、
第
十
一
条
の
二
、
第
十
二

条
か
ら
第
十
二
条
の
九
ま
で
、
第
十
二
条
の
十
一
か
ら
第
十
三
条
ま
で
、
第

条
か
ら
第
十
二
条
の
九
ま
で
、
第
十
二
条
の
十
一
か
ら
第
十
三
条
ま
で
、
第

十
五
条
か
ら
第
十
八
条
の
二
ま
で
、
第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
三
条
の
三
ま

十
五
条
か
ら
第
十
八
条
の
二
ま
で
、
第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
三
条
の
二
ま

で
及
び
第
二
十
五
条
の
規
定
は
、
流
域
下
水
道
（
雨
水
流
域
下
水
道
を
除
く

で
及
び
第
二
十
五
条
の
規
定
は
、
流
域
下
水
道
（
雨
水
流
域
下
水
道
を
除
く

。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
三
条
第
一
項
中
「

。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
三
条
第
一
項
中
「

排
水
区
域
内
の
他
人
の
土
地
又
は
建
築
物
に
立
ち
入
り
、
排
水
設
備
、
特
定

排
水
区
域
内
の
他
人
の
土
地
又
は
建
築
物
に
立
ち
入
り
、
排
水
設
備
、
特
定

施
設
、
」
と
あ
る
の
は
「
他
人
の
土
地
又
は
建
築
物
に
立
ち
入
り
、
流
域
下

施
設
、
」
と
あ
る
の
は
「
他
人
の
土
地
又
は
建
築
物
に
立
ち
入
り
、
流
域
下

水
道
（
雨
水
流
域
下
水
道
を
除
く
。
）
に
接
続
す
る
排
水
施
設
、
特
定
施
設

水
道
（
雨
水
流
域
下
水
道
を
除
く
。
）
に
接
続
す
る
排
水
施
設
、
特
定
施
設

又
は
」
と
、
第
十
八
条
の
二
中
「
当
該
公
共
下
水
道
」
と
あ
る
の
は
「
当
該

又
は
」
と
、
第
十
八
条
の
二
中
「
当
該
公
共
下
水
道
」
と
あ
る
の
は
「
当
該

流
域
下
水
道
（
雨
水
流
域
下
水
道
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

流
域
下
水
道
（
雨
水
流
域
下
水
道
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
又
は
当
該
流
域
下
水
道
に
係
る
流
域
関
連
公
共
下
水
道
」
と
読
み
替
え
る

）
又
は
当
該
流
域
下
水
道
に
係
る
流
域
関
連
公
共
下
水
道
」
と
読
み
替
え
る

 
 

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

２　

第
七
条
か
ら
第
八
条
ま
で
、
第
十
五
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
、
第
二
十
一

２　

第
七
条
か
ら
第
八
条
ま
で
、
第
十
五
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
、
第
二
十
一

条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
三
条
の
三
ま
で
及
び
第
二
十
五
条
の

条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
三
条
の
二
ま
で
及
び
第
二
十
五
条
の

規
定
は
、
雨
水
流
域
下
水
道
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

規
定
は
、
雨
水
流
域
下
水
道
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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（
管
理
）

（
管
理
）

第
二
十
六
条　

都
市
下
水
路
の
管
理
は
、
市
町
村
が
行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
十
六
条　

都
市
下
水
路
の
設
置
、
改
築
、
修
繕
、
維
持
そ
の
他
の
管
理
は

 

 
 

、
市
町
村
が
行
う
も
の
と
す
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
は
、
二
以
上
の
市
町
村
が
受
益

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
は
、
二
以
上
の
市
町
村
が
受
益

し
、
か
つ
、
関
係
市
町
村
の
み
で
は
管
理
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め

し
、
か
つ
、
関
係
市
町
村
の
み
で
は
管
理
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
関
係
市
町
村
と
協
議
し
て
、
当
該
都
市
下
水
路

ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
関
係
市
町
村
と
協
議
し
て
、
当
該
都
市
下
水
路

の
管
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
関
係
市
町
村
が
協

の
設
置
、
改
築
、
修
繕
、
維
持
そ
の
他
の
管
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ

議
に
応
じ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
議
会
の
議
決
を
経
な
け

の
場
合
に
お
い
て
、
関
係
市
町
村
が
協
議
に
応
じ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ

れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
か
じ
め
そ
の
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

（
準
用
規
定
）

（
準
用
規
定
）

第
三
十
一
条　

第
七
条
の
二
、
第
十
五
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
、
第
二
十
三
条

第
三
十
一
条　

第
七
条
の
二
、
第
十
五
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
、
第
二
十
三
条

、
第
二
十
三
条
の
三
及
び
第
二
十
五
条
の
規
定
は
、
都
市
下
水
路
に
つ
い
て

、
第
二
十
三
条
の
二
及
び
第
二
十
五
条
の
規
定
は
、
都
市
下
水
路
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
国
土
交
通
省

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
国
土
交
通
省

令
・
環
境
省
令
」
と
あ
る
の
は
、
「
国
土
交
通
省
令
」
と
読
み
替
え
る
も
の

令
・
環
境
省
令
」
と
あ
る
の
は
、
「
国
土
交
通
省
令
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

第
三
章
の
二　

下
水
道
管
理
者
の
間
の
連
携
等

（
新
設
）

 
 

（
広
域
連
携
推
進
計
画
）

 

第
三
十
一
条
の
二　

都
道
府
県
は
、
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
単
独
で
又
は
共
同

（
新
設
）

し
て
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
下
水
道
管
理
者
の
間
の
連
携
等

を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
下
水
道
管
理
者
の
間
の
連

携
等
の
推
進
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
広
域
連
携
推
進
計
画
」
と
い
う
。
）

 

を
定
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

広
域
連
携
推
進
計
画
に
お
い
て
は
、
下
水
道
管
理
者
の
間
の
連
携
等
を
推

進
す
る
区
域
（
以
下
「
計
画
区
域
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
ほ
か
、
お
お
む

 

ね
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

一　

下
水
道
管
理
者
の
間
の
連
携
等
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

二　

計
画
区
域
に
お
け
る
公
共
下
水
道
、
流
域
下
水
道
又
は
都
市
下
水
路
の
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現
況
及
び
将
来
の
見
通
し

三　

計
画
区
域
に
お
け
る
下
水
道
管
理
者
の
間
の
連
携
等
に
必
要
な
措
置
に

 
関
す
る
事
項

四　

計
画
区
域
に
お
い
て
下
水
道
管
理
者
の
間
の
連
携
等
を
行
う
に
当
た
り

 

必
要
な
施
設
整
備
に
関
す
る
事
項

３　

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
は
、
市
町
村
に
お
け
る
公
共
下
水
道
の
管

理
の
実
施
体
制
そ
の
他
の
地
域
の
実
情
を
勘
案
し
て
、
当
該
市
町
村
が
管
理

す
る
公
共
下
水
道
の
管
理
（
設
置
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
六
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
都
道
府
県
が
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と

き
は
、
当
該
都
道
府
県
に
よ
る
当
該
公
共
下
水
道
の
管
理
に
関
す
る
事
項
を

 

記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４　

第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
は
、
第
三
十
一
条
の
五
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
く
連
携
協
力
下
水
道
の
管
理
に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で

 

き
る
。

５　

都
道
府
県
は
、
広
域
連
携
推
進
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
関
係

 

下
水
道
管
理
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６　

市
町
村
で
あ
る
公
共
下
水
道
管
理
者
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
市

町
村
が
管
理
す
る
公
共
下
水
道
の
管
理
に
関
す
る
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る

広
域
連
携
推
進
計
画
に
つ
い
て
前
項
の
同
意
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当

 

該
市
町
村
の
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７　

下
水
道
管
理
者
の
間
の
連
携
等
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
二
以
上
の
公
共
下

水
道
管
理
者
、
流
域
下
水
道
管
理
者
又
は
都
市
下
水
路
管
理
者
は
、
共
同
し

て
、
都
道
府
県
に
対
し
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
広
域

 

連
携
推
進
計
画
を
定
め
る
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

８　

都
道
府
県
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
下

水
道
管
理
者
の
間
の
連
携
等
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

 

広
域
連
携
推
進
計
画
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

９　

都
道
府
県
は
、
広
域
連
携
推
進
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て

、
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
協
議
会
が
組
織
さ
れ
て
い
る
と
き
は

、
当
該
広
域
連
携
推
進
計
画
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
当
該
都
道
府
県
協
議
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会
に
お
け
る
協
議
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

都
道
府
県
は
、
広
域
連
携
推
進
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
国

10
土
交
通
大
臣
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
関
係
下
水
道
管
理
者
に
通
知
し
な
け

 

れ
ば
な
ら
な
い
。

 

　

都
道
府
県
は
、
広
域
連
携
推
進
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
こ
れ
を
公
表
す

11

 

る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
、
広
域
連
携
推
進
計
画
の
変
更
に
つ
い

12
て
準
用
す
る
。

 
 

（
都
道
府
県
協
議
会
）

 

第
三
十
一
条
の
三　

広
域
連
携
推
進
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
都
道
府
県
は
、

（
新
設
）

広
域
連
携
推
進
計
画
の
作
成
及
び
実
施
に
関
し
必
要
な
協
議
を
行
う
た
め
の

協
議
会
（
以
下
「
都
道
府
県
協
議
会
」
と
い
う
。
）
を
組
織
す
る
こ
と
が
で

 

き
る
。

 

２　

都
道
府
県
協
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
構
成
員
を
も
つ
て
構
成
す
る
。

 

一　

広
域
連
携
推
進
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
都
道
府
県

 

二　

関
係
下
水
道
管
理
者

 

三　

学
識
経
験
を
有
す
る
者
そ
の
他
の
当
該
都
道
府
県
が
必
要
と
認
め
る
者

３　

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
協
議
会
を
組
織
す
る
都
道
府
県
は
、
都

道
府
県
協
議
会
に
お
い
て
同
項
に
規
定
す
る
協
議
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は

、
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
都
道
府
県
協
議
会
の
構
成
員
で
あ
る

 

も
の
に
、
当
該
協
議
を
行
う
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を

 

除
き
、
当
該
通
知
に
係
る
事
項
の
協
議
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

都
道
府
県
協
議
会
に
お
い
て
協
議
が
調
つ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
都
道
府 

県
協
議
会
の
構
成
員
は
そ
の
協
議
の
結
果
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６　

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
都
道
府
県
協
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要

な
事
項
は
、
都
道
府
県
協
議
会
が
定
め
る
。

 
 

（
管
理
者
協
議
会
）
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第
三
十
一
条
の
四　

二
以
上
の
公
共
下
水
道
管
理
者
、
流
域
下
水
道
管
理
者
又

（
新
設
）

は
都
市
下
水
路
管
理
者
は
、
下
水
道
管
理
者
の
間
の
連
携
等
に
よ
る
下
水
道

の
管
理
の
効
率
化
に
関
し
必
要
な
協
議
を
行
う
た
め
の
協
議
会
（
以
下
「
管

 

理
者
協
議
会
」
と
い
う
。
）
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

管
理
者
協
議
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を

 

そ
の
構
成
員
と
し
て
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

一　

関
係
地
方
公
共
団
体

 

二　

下
水
道
の
管
理
の
効
率
化
に
資
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
者 

三　

学
識
経
験
を
有
す
る
者
そ
の
他
の
管
理
者
協
議
会
が
必
要
と
認
め
る
者

３　

管
理
者
協
議
会
に
お
い
て
協
議
が
調
つ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
管
理
者
協

 

議
会
の
構
成
員
は
、
そ
の
協
議
の
結
果
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
管
理
者
協
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
管
理
者
協
議
会
が
定
め
る
。

 
 

（
連
携
協
力
下
水
道
の
管
理
）

 

第
三
十
一
条
の
五　

隣
接
し
、
又
は
近
接
す
る
二
以
上
の
市
町
村
の
区
域
に
存

（
新
設
）

す
る
公
共
下
水
道
、
流
域
下
水
道
又
は
都
市
下
水
路
の
う
ち
、
そ
の
管
理
を

関
係
下
水
道
管
理
者
間
に
お
け
る
連
携
及
び
協
力
に
よ
り
効
率
的
か
つ
効
果

的
に
行
う
必
要
が
あ
る
も
の
（
以
下
「
連
携
協
力
下
水
道
」
と
い
う
。
）
に

つ
い
て
は
、
関
係
下
水
道
管
理
者
は
、
第
三
条
、
第
二
十
五
条
の
二
十
二
及

び
第
二
十
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
協
議
し
て
別
に
そ
の
管
理
の
方
法

 

を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

第
三
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
広
域
連
携
推
進
計
画
に
前
項
の

規
定
に
基
づ
く
当
該
連
携
協
力
下
水
道
の
管
理
に
関
す
る
事
項
が
定
め
ら
れ

た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
連
携
協
力
下
水
道
の
管
理
の
方
法
は
、
当
該
広

 

域
連
携
推
進
計
画
に
即
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
成
立
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
関
係
下
水

 

道
管
理
者
は
、
成
立
し
た
協
議
の
内
容
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
基
づ
き
関
係
下
水
道
管
理
者
が
そ
の
管
理

す
る
下
水
道
以
外
の
連
携
協
力
下
水
道
を
管
理
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
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れ
ら
の
者
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
連
携
協
力
下
水
道
の

 
管
理
者
に
代
わ
つ
て
そ
の
権
限
を
行
う
も
の
と
す
る
。

５　

連
携
協
力
下
水
道
の
管
理
に
要
す
る
費
用
の
負
担
に
つ
い
て
は
、
関
係
下

水
道
管
理
者
が
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 

（
市
町
村
の
負
担
金
）

（
市
町
村
の
負
担
金
）

第
三
十
一
条
の
六　

第
三
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
二
十
五
条
の
二

第
三
十
一
条
の
二　

第
三
条
第
二
項
又
は
第
二
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規

十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
共
下
水
道
又
は
流
域
下
水
道
を
管
理
す
る
都

定
に
よ
り
公
共
下
水
道
又
は
流
域
下
水
道
を
管
理
す
る
都
道
府
県
は
、
当
該

道
府
県
は
、
当
該
公
共
下
水
道
又
は
流
域
下
水
道
に
よ
り
利
益
を
受
け
る
市

公
共
下
水
道
又
は
流
域
下
水
道
に
よ
り
利
益
を
受
け
る
市
町
村
に
対
し
、
そ

町
村
に
対
し
、
そ
の
利
益
を
受
け
る
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
管
理
に
要
す
る

の
利
益
を
受
け
る
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
設
置
、
改
築
、
修
繕
、
維
持
そ
の

費
用
の
全
部
又
は
一
部
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

他
の
管
理
に
要
す
る
費
用
の
全
部
又
は
一
部
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

 

 
 。

２　

（
略
）

２　

（
略
）

 
 

（
窒
素
含
有
量
又
は
燐
含
有
量
の
削
減
に
係
る
負
担
金
）

（
窒
素
含
有
量
又
は
燐
含
有
量
の
削
減
に
係
る
負
担
金
）

り
ん

り
ん

第
三
十
一
条
の
七　

第
二
条
の
四
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
流
域
別
下
水
道
整
備

第
三
十
一
条
の
三　

第
二
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
流
域
別
下
水
道
整
備

総
合
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
係
る
高
度
処
理
終
末
処
理
場
を
管
理
す
る

総
合
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
係
る
高
度
処
理
終
末
処
理
場
を
管
理
す
る

地
方
公
共
団
体
は
、
当
該
流
域
別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
に
記
載
さ
れ
た
と

地
方
公
共
団
体
は
、
当
該
流
域
別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
に
記
載
さ
れ
た
と

こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
高
度
処
理
終
末
処
理
場
の
管
理
に
要
す
る
費
用
の
一
部

こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
高
度
処
理
終
末
処
理
場
の
設
置
、
改
築
、
修
繕
、
維
持

を
他
の
地
方
公
共
団
体
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
他
の
管
理
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
他
の
地
方
公
共
団
体
に
負
担
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

（
協
議
会
）

（
削
る
）

第
三
十
一
条
の
四　

二
以
上
の
公
共
下
水
道
管
理
者
、
流
域
下
水
道
管
理
者
又

は
都
市
下
水
路
管
理
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
管
理
す
る
下
水
道
相
互
間
の
広
域

的
な
連
携
に
よ
る
下
水
道
の
管
理
の
効
率
化
に
関
し
必
要
な
協
議
を
行
う
た

め
の
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る

 。
２　

協
議
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
そ
の
構

 

成
員
と
し
て
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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一　

関
係
地
方
公
共
団
体

 

二　

下
水
道
の
管
理
の
効
率
化
に
資
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
者

 

三　

学
識
経
験
を
有
す
る
者
そ
の
他
の
協
議
会
が
必
要
と
認
め
る
者

３　

協
議
会
に
お
い
て
協
議
が
調
つ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
協
議
会
の
構
成
員

 

は
、
そ
の
協
議
の
結
果
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は

、
協
議
会
が
定
め
る
。

 
 

（
災
害
の
発
生
時
に
お
け
る
連
携
及
び
協
力
の
確
保
）

 

第
三
十
一
条
の
八　

国
、
都
道
府
県
、
市
町
村
及
び
下
水
道
管
理
者
並
び
に
そ

（
新
設
）

の
他
の
関
係
者
は
、
災
害
の
発
生
時
に
お
け
る
速
や
か
な
下
水
道
の
復
旧
を

図
る
た
め
、
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

 
 

（
特
別
区
に
関
す
る
読
替
）

（
特
別
区
に
関
す
る
読
替
）

第
四
十
二
条　

特
別
区
の
存
す
る
区
域
に
お
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
（
第

第
四
十
二
条　

特
別
区
の
存
す
る
区
域
に
お
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
（
第

二
十
五
条
の
二
十
二
第
二
項
、
第
二
十
五
条
の
二
十
三
第
二
項
及
び
第
三
項

二
十
五
条
の
二
十
二
第
二
項
、
第
二
十
五
条
の
二
十
三
第
二
項
及
び
第
三
項

並
び
に
第
三
十
一
条
の
六
の
規
定
を
除
く
。
）
中
「
市
町
村
」
と
あ
る
の
は

並
び
に
第
三
十
一
条
の
二
の
規
定
を
除
く
。
）
中
「
市
町
村
」
と
あ
る
の
は

 
 

、
「
都
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

、
「
都
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
区
は
、
都
と
協
議
し
て
、
主
と
し
て

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
区
は
、
都
と
協
議
し
て
、
主
と
し
て

当
該
特
別
区
の
住
民
の
用
に
供
す
る
下
水
道
の
管
理
を
行
う
も
の
と
す
る
。

当
該
特
別
区
の
住
民
の
用
に
供
す
る
下
水
道
の
設
置
、
改
築
、
修
繕
、
維
持

そ
の
他
の
管
理
を
行
う
も
の
と
す
る
。
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○　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

 
 

目
次

目
次

 
 

第
一
章
・
第
二
章　

（
略
）

第
一
章
・
第
二
章　

（
略
）

 
 

第
三
章　

道
路
の
管
理

第
三
章　

道
路
の
管
理

 
 

第
一
節　

道
路
管
理
者
（
第
十
二
条

第
二
十
八
条
の
三
）

第
一
節　

道
路
管
理
者
（
第
十
二
条

第
二
十
八
条
の
二
）

―

―

 
 

第
二
節
～
第
十
五
節　

（
略
）

第
二
節
～
第
十
五
節　

（
略
）

 
 

第
四
章
～
第
八
章　

（
略
）

第
四
章
～
第
八
章　

（
略
）

附
則

附
則

 
 

（
占
用
物
件
等
維
持
修
繕
協
定
の
締
結
）

 

第
二
十
条
の
三　

道
路
管
理
者
は
、
道
路
の
構
造
を
保
全
し
、
交
通
の
危
険
を

（
新
設
）

防
止
し
、
又
は
円
滑
な
交
通
を
確
保
す
る
た
め
道
路
占
用
者
（
第
三
十
二
条

第
三
項
に
規
定
す
る
道
路
占
用
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。

）
と
の
連
携
に
よ
り
道
路
及
び
占
用
物
件
（
第
三
十
九
条
の
八
に
規
定
す
る

占
用
物
件
を
い
う
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
維
持
又
は
修
繕
を
行
う

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
道
路
占
用
者
と
の
間
に
お
い
て
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
定
め
た
協
定
（
以
下
「
占
用
物
件
等
維
持
修
繕
協
定
」
と
い
う

 

。
）
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

占
用
物
件
等
維
持
修
繕
協
定
の
目
的
と
な
る
道
路
及
び
占
用
物
件
（
次

 

号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
協
定
占
用
物
件
等
」
と
い
う
。
）

 

二　

協
定
占
用
物
件
等
の
維
持
又
は
修
繕
の
内
容

三　

前
号
の
協
定
占
用
物
件
等
の
維
持
又
は
修
繕
に
要
す
る
費
用
の
負
担
の

 

方
法

 

四　

占
用
物
件
等
維
持
修
繕
協
定
の
有
効
期
間

 

五　

占
用
物
件
等
維
持
修
繕
協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置

六　

そ
の
他
必
要
な
事
項
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（
協
議
会
）

（
協
議
会
）

第
二
十
八
条
の
二　

密
接
関
連
道
路
管
理
者
は
、
道
路
啓
開
計
画
の
作
成
及
び

第
二
十
八
条
の
二　

密
接
関
連
道
路
管
理
者
は
、
道
路
啓
開
計
画
の
作
成
及
び

変
更
に
関
す
る
協
議
並
び
に
道
路
啓
開
計
画
の
実
施
に
係
る
連
絡
調
整
、
踏

変
更
に
関
す
る
協
議
並
び
に
道
路
啓
開
計
画
の
実
施
に
係
る
連
絡
調
整
、
踏

切
道
密
接
関
連
道
路
（
踏
切
道
改
良
促
進
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九

切
道
密
接
関
連
道
路
（
踏
切
道
改
良
促
進
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九

十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
踏
切
道
密
接
関
連
道
路
を
い
う
。
）

十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
踏
切
道
密
接
関
連
道
路
を
い
う
。
）

の
改
良
の
方
法
に
関
す
る
協
議
、
公
共
下
水
道
管
理
者
（
下
水
道
法
（
昭
和

の
改
良
の
方
法
に
関
す
る
協
議
そ
の
他
の
密
接
関
連
道
路
の
管
理
を
効
果
的

三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
共
下
水
道
管

に
行
う
た
め
に
必
要
な
協
議
を
行
う
た
め
の
協
議
会
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

 

理
者
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
道
路
の
路
面
下
に
工
作

て
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

物
、
物
件
又
は
施
設
を
設
け
る
道
路
占
用
者
と
の
連
携
に
よ
る
道
路
の
路
面

 

下
の
点
検
の
実
施
に
関
す
る
協
議
そ
の
他
の
密
接
関
連
道
路
の
管
理
を
効
果

 

的
に
行
う
た
め
に
必
要
な
協
議
及
び
連
絡
調
整
を
行
う
た
め
の
協
議
会
（
以

 

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る

 
 

。
２　

協
議
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
そ
の
構

２　

協
議
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
そ
の
構

 
 

成
員
と
し
て
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

成
員
と
し
て
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

一　

（
略
）

一　

（
略
）

二　

道
路
の
構
造
の
保
全
又
は
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
の
確
保
に
資
す
る
措

二　

道
路
の
構
造
の
保
全
又
は
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
の
確
保
に
資
す
る
措

 
 

置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
道
路
占
用
者
そ
の
他
の
者

置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
者

 
 

三　

（
略
）

三　

（
略
）

３
・
４　

（
略
）

３
・
４　

（
略
）

 
 

（
公
共
下
水
道
管
理
者
等
が
行
う
点
検
へ
の
協
力
）

 

第
二
十
八
条
の
三　

道
路
管
理
者
は
、
下
水
道
法
第
四
条
第
六
項
及
び
第
五
条

（
新
設
）

第
二
項
又
は
同
法
第
二
十
五
条
の
二
十
三
第
七
項
及
び
第
二
十
五
条
の
二
十

四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
十
五
条
の
二
十
三

第
一
項
の
事
業
計
画
に
道
路
管
理
者
の
協
力
が
必
要
な
事
項
が
記
載
さ
れ
た

と
き
は
、
当
該
事
業
計
画
に
基
づ
き
公
共
下
水
道
管
理
者
又
は
同
項
に
規
定

す
る
流
域
下
水
道
管
理
者
が
行
う
点
検
に
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
道
路
の
占
用
の
許
可
）

（
道
路
の
占
用
の
許
可
）

 
 

第
三
十
二
条　

（
略
）

第
三
十
二
条　

（
略
）

２　

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

２　

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
左
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記

 
 

申
請
書
を
道
路
管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

載
し
た
申
請
書
を
道
路
管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

道
路
の
占
用
（
道
路
に
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
工
作
物
、
物

一　

道
路
の
占
用
（
道
路
に
前
項
各
号
の
一
に
掲
げ
る
工
作
物
、
物
件
又
は

件
又
は
施
設
を
設
け
、
継
続
し
て
道
路
を
使
用
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下

施
設
を
設
け
、
継
続
し
て
道
路
を
使
用
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

 
 

同
じ
。
）
の
目
的

）
の
目
的

 
 

二
～
七　

（
略
）

二
～
七　

（
略
）

 

八　

工
作
物
、
物
件
又
は
施
設
（
電
柱
、
電
線
、
水
管
、
下
水
道
管
、
ガ
ス

（
新
設
）

 

管
そ
の
他
そ
の
維
持
管
理
が
適
切
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
特
に
必
要
な
も
の

 
 

と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
の
維
持
管
理
に
関
す
る
事
項

 
 

３　

（
略
）

３　

（
略
）

 

４　

道
路
占
用
者
は
、
道
路
の
占
用
に
関
す
る
工
事
（
道
路
の
地
下
に
設
け
る

（
新
設
）

 

工
作
物
、
物
件
又
は
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
完
了
し
た
と
き
は
、

 

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
完
了
時
に
お
け
る
工
作
物

 

、
物
件
又
は
施
設
の
状
況
を
示
す
図
面
そ
の
他
必
要
な
図
面
を
添
え
て
、
そ

 
 

の
旨
を
道
路
管
理
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
係
る
行
為
が
道
路
交
通
法
第

４　

第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
係
る
行
為
が
道
路
交
通
法
第
七

七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は

十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
は
、
当
該
地
域
を
管
轄
す
る
警
察

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
は
、
当
該
地
域
を
管
轄
す
る
警
察
署

署
長
を
経
由
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
警
察

長
を
経
由
し
て
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
警
察

署
長
は
、
速
や
か
に
当
該
申
請
書
を
道
路
管
理
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

署
長
は
、
す
み
や
か
に
当
該
申
請
書
を
道
路
管
理
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な

 
 

な
い
。

ら
な
い
。

６　

（
略
）

５　

（
略
）

 
 

（
道
路
の
占
用
の
許
可
基
準
）

（
道
路
の
占
用
の
許
可
基
準
）

第
三
十
三
条　

道
路
管
理
者
は
、
道
路
の
占
用
が
前
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ

第
三
十
三
条　

道
路
管
理
者
は
、
道
路
の
占
用
が
前
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
つ
て
道
路
の
敷
地
外
に
余
地
が
な
い
た
め
に
や
む

か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
つ
て
道
路
の
敷
地
外
に
余
地
が
な
い
た
め
に
や
む

を
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
同
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に

を
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
同
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に

掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
場
合
に
限
り
、
同

掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
場
合
に
限
り
、
同
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条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
許
可
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
許
可
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
６　

（
略
）

２
～
６　

（
略
）

 
 

（
水
道
、
電
気
、
ガ
ス
事
業
等
の
た
め
の
道
路
の
占
用
の
特
例
）

（
水
道
、
電
気
、
ガ
ス
事
業
等
の
た
め
の
道
路
の
占
用
の
特
例
）

第
三
十
六
条　

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
、
工
業
用
水

第
三
十
六
条　

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
、
工
業
用
水

道
事
業
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
八
十
四
号
）
、
下
水
道
法
、
鉄
道
事
業

道
事
業
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
八
十
四
号
）
、
下
水
道
法
（
昭
和
三
十

法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
若
し
く
は
全
国
新
幹
線
鉄
道
整
備

三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
、
鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二

法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）
、
ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年

号
）
若
し
く
は
全
国
新
幹
線
鉄
道
整
備
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
七
十
一

法
律
第
五
十
一
号
）
、
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）

号
）
、
ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
、
電
気
事
業
法

又
は
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
規
定
に
基

（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
又
は
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十

づ
き
、
水
管
（
水
道
事
業
、
水
道
用
水
供
給
事
業
又
は
工
業
用
水
道
事
業
の

九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
水
管
（
水
道
事
業
、
水
道
用

用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
下
水
道
管
、
公
衆
の
用
に
供
す
る
鉄
道
、

水
供
給
事
業
又
は
工
業
用
水
道
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
下

ガ
ス
管
（
ガ
ス
事
業
法
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
ガ
ス
事
業
（
同
条
第

水
道
管
、
公
衆
の
用
に
供
す
る
鉄
道
、
ガ
ス
管
（
ガ
ス
事
業
法
第
二
条
第
十

二
項
に
規
定
す
る
ガ
ス
小
売
事
業
を
除
く
。
）
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る

一
項
に
規
定
す
る
ガ
ス
事
業
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
ガ
ス
小
売
事
業
を

。
）
又
は
電
柱
、
電
線
若
し
く
は
公
衆
電
話
所
（
こ
れ
ら
の
う
ち
、
電
気
事

除
く
。
）
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
電
柱
、
電
線
若
し
く
は
公

業
法
に
基
づ
く
も
の
に
あ
つ
て
は
同
法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
規
定
す

衆
電
話
所
（
こ
れ
ら
の
う
ち
、
電
気
事
業
法
に
基
づ
く
も
の
に
あ
つ
て
は
同

る
電
気
事
業
者
（
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
小
売
電
気
事
業
者
及
び
同
項
第

法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
電
気
事
業
者
（
同
項
第
三
号
に
規

十
五
号
の
四
に
規
定
す
る
特
定
卸
供
給
事
業
者
を
除
く
。
）
が
そ
の
事
業
の

定
す
る
小
売
電
気
事
業
者
及
び
同
項
第
十
五
号
の
四
に
規
定
す
る
特
定
卸
供

用
に
供
す
る
も
の
に
、
電
気
通
信
事
業
法
に
基
づ
く
も
の
に
あ
つ
て
は
同
法

給
事
業
者
を
除
く
。
）
が
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
に
、
電
気
通
信
事

第
百
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
電
気
通
信
事
業
者
が
同
項
に
規
定
す

業
法
に
基
づ
く
も
の
に
あ
つ
て
は
同
法
第
百
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認

る
認
定
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
道
路
に
設
け
よ

定
電
気
通
信
事
業
者
が
同
項
に
規
定
す
る
認
定
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す

う
と
す
る
者
は
、
第
三
十
二
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を

る
も
の
に
限
る
。
）
を
道
路
に
設
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
三
十
二
条
第
一

受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
工
事
を
実
施
し
よ
う
と
す

項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は

る
日
の
一
月
前
ま
で
に
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
工
事
の
計
画
書
を
道
路
管
理
者

、
こ
れ
ら
の
工
事
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
日
の
一
月
前
ま
で
に
、
あ
ら
か
じ

に
提
出
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
に
よ
る
復
旧
工
事

め
当
該
工
事
の
計
画
書
を
道
路
管
理
者
に
提
出
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

そ
の
他
緊
急
を
要
す
る
工
事
又
は
政
令
で
定
め
る
軽
易
な
工
事
を
行
う
必
要

い
。
た
だ
し
、
災
害
に
よ
る
復
旧
工
事
そ
の
他
緊
急
を
要
す
る
工
事
又
は
政

が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

令
で
定
め
る
軽
易
な
工
事
を
行
う
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の

 

 
 

限
り
で
な
い
。

２　

（
略
）

２　

（
略
）
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（
占
用
入
札
）

（
占
用
入
札
）

第
三
十
九
条
の
四　

道
路
管
理
者
は
、
入
札
占
用
計
画
を
提
出
し
た
者
の
う
ち

第
三
十
九
条
の
四　

道
路
管
理
者
は
、
入
札
占
用
計
画
を
提
出
し
た
者
の
う
ち

、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
認
め
る
も
の
に
対
し
て
は
占
用
入

、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
認
め
る
も
の
に
対
し
て
は
占
用
入

札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な

札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な

い
と
認
め
る
も
の
に
対
し
て
は
占
用
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨

い
と
認
め
る
も
の
に
対
し
て
は
占
用
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨

 
 

を
、
そ
れ
ぞ
れ
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
、
そ
れ
ぞ
れ
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

一　

（
略
）

一　

（
略
）

二　

当
該
入
札
対
象
施
設
等
の
た
め
の
道
路
の
占
用
が
第
三
十
二
条
第
二
項

二　

当
該
入
札
対
象
施
設
等
の
た
め
の
道
路
の
占
用
が
第
三
十
二
条
第
二
項

第
二
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
第
三
十
三
条
第
一
項

第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
第
三
十
三
条
第
一
項

 
 

の
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

の
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
 

三
・
四　

（
略
）

三
・
四　

（
略
）

２
～
５　

（
略
）

２
～
５　

（
略
）

 
 

（
占
用
予
定
者
の
選
定
）

（
占
用
予
定
者
の
選
定
）

第
四
十
八
条
の
二
十
五　

道
路
管
理
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
募

第
四
十
八
条
の
二
十
五　

道
路
管
理
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
募

対
象
歩
行
者
利
便
増
進
施
設
等
を
設
置
す
る
た
め
道
路
を
占
用
し
よ
う
と
す

対
象
歩
行
者
利
便
増
進
施
設
等
を
設
置
す
る
た
め
道
路
を
占
用
し
よ
う
と
す

る
者
か
ら
歩
行
者
利
便
増
進
計
画
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
歩
行
者
利

る
者
か
ら
歩
行
者
利
便
増
進
計
画
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
歩
行
者
利

便
増
進
計
画
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
審
査
し
な

便
増
進
計
画
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
審
査
し
な

 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

一　

（
略
）

一　

（
略
）

二　

当
該
歩
行
者
利
便
増
進
施
設
等
の
た
め
の
道
路
の
占
用
が
第
三
十
二
条

二　

当
該
歩
行
者
利
便
増
進
施
設
等
の
た
め
の
道
路
の
占
用
が
第
三
十
二
条

第
二
項
第
二
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
第
三
十
三
条

第
二
項
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
第
三
十
三
条

 
 

第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
 

三
・
四　

（
略
）

三
・
四　

（
略
）

２
～
６　

（
略
）

２
～
６　

（
略
）

 
 

（
道
路
の
占
用
に
関
す
る
工
事
の
費
用
）

（
道
路
の
占
用
に
関
す
る
工
事
の
費
用
）

第
六
十
二
条　

道
路
の
占
用
に
関
す
る
工
事
に
要
す
る
費
用
は
、
第
二
十
条
の

第
六
十
二
条　

道
路
の
占
用
に
関
す
る
工
事
に
要
す
る
費
用
は
、
第
五
十
九
条

三
の
規
定
に
よ
り
締
結
さ
れ
て
い
る
占
用
物
件
等
維
持
修
繕
協
定
の
内
容
に

の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
道
路
の
占
用
に
つ
き
道
路
管
理
者
の

従
つ
て
費
用
を
負
担
す
る
場
合
及
び
第
五
十
九
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場

許
可
を
受
け
た
者
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
三
十
八
条
第
一
項
の
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合
を
除
き
、
道
路
の
占
用
に
つ
き
道
路
管
理
者
の
許
可
を
受
け
た
者
が
負
担

規
定
に
よ
り
道
路
管
理
者
が
自
ら
道
路
の
占
用
に
関
す
る
工
事
を
行
う
場
合

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
管
理
者

も
、
同
様
と
す
る
。

が
自
ら
道
路
の
占
用
に
関
す
る
工
事
を
行
う
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。
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○　

道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

 
 

（
機
構
に
よ
る
道
路
管
理
者
の
権
限
の
代
行
）

（
機
構
に
よ
る
道
路
管
理
者
の
権
限
の
代
行
）

第
八
条　

機
構
は
、
会
社
が
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
高
速
道
路
を
新

第
八
条　

機
構
は
、
会
社
が
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
高
速
道
路
を
新

設
し
、
若
し
く
は
改
築
す
る
場
合
又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
高
速
道
路
の

設
し
、
若
し
く
は
改
築
す
る
場
合
又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
高
速
道
路
の

維
持
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
高
速
道
路
の

維
持
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
高
速
道
路
の

道
路
管
理
者
に
代
わ
つ
て
、
そ
の
権
限
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
を
行
う
も

道
路
管
理
者
に
代
わ
つ
て
、
そ
の
権
限
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
を
行
う
も

 
 

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

 
 

一
～
十
三　

（
略
）

一
～
十
三　

（
略
）

十
四　

道
路
法
第
三
十
二
条
第
一
項
又
は
第
三
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二

十
四　

道
路
法
第
三
十
二
条
第
一
項
又
は
第
三
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

り
許
可
し
、
及
び
同
法
第
三
十
二
条
第
六
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項

り
許
可
し
、
及
び
同
法
第
三
十
二
条
第
五
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
協
議
し
、
並
び
に

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
協
議
し
、
並
び
に

同
法
第
三
十
四
条
及
び
第
八
十
七
条
第
一
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項

同
法
第
三
十
四
条
及
び
第
八
十
七
条
第
一
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項

に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り

に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り

 
 

当
該
許
可
に
必
要
な
条
件
を
付
す
る
こ
と
。

当
該
許
可
に
必
要
な
条
件
を
付
す
る
こ
と
。

 
 

十
五
～
四
十
二　

（
略
）

十
五
～
四
十
二　

（
略
）

 
 

２
～
４　

（
略
）

２
～
４　

（
略
）

５　

第
一
項
第
三
号
、
第
四
号
、
第
十
三
号
、
第
十
四
号
、
第
十
八
号
、
第
十

５　

第
一
項
第
三
号
、
第
四
号
、
第
十
三
号
、
第
十
四
号
、
第
十
八
号
、
第
十

九
号
、
第
二
十
八
号
、
第
三
十
四
号
、
第
三
十
五
号
、
第
三
十
六
号
及
び
第

九
号
、
第
二
十
八
号
、
第
三
十
四
号
、
第
三
十
五
号
、
第
三
十
六
号
及
び
第

四
十
一
号
の
規
定
に
よ
り
高
速
道
路
の
道
路
管
理
者
に
代
わ
つ
て
機
構
が
行

四
十
一
号
の
規
定
に
よ
り
高
速
道
路
の
道
路
管
理
者
に
代
わ
つ
て
機
構
が
行

う
許
可
、
承
認
又
は
認
定
に
つ
い
て
は
、
機
構
に
提
出
す
べ
き
申
請
書
そ
の

う
許
可
、
承
認
又
は
認
定
に
つ
い
て
は
、
機
構
に
提
出
す
べ
き
申
請
書
そ
の

他
の
書
類
は
、
会
社
を
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
け
る

他
の
書
類
は
、
会
社
を
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
け
る

道
路
法
第
三
十
二
条
第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
道
路

道
路
法
第
三
十
二
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
道
路

管
理
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
道
路
整
備
特
別
措
置
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定

管
理
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
道
路
整
備
特
別
措
置
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定

 
 

す
る
会
社
（
以
下
「
会
社
」
と
い
う
。
）
」
と
す
る
。

す
る
会
社
（
以
下
「
会
社
」
と
い
う
。
）
」
と
す
る
。

６
～

　

（
略
）

６
～

　

（
略
）

10

10
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（
会
社
に
よ
る
道
路
管
理
者
の
権
限
の
代
行
）

（
会
社
に
よ
る
道
路
管
理
者
の
権
限
の
代
行
）

第
九
条　

会
社
は
、
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
高
速
道
路
を
新
設
し
、

第
九
条　

会
社
は
、
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
高
速
道
路
を
新
設
し
、

若
し
く
は
改
築
す
る
場
合
又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
高
速
道
路
の
維
持
、

若
し
く
は
改
築
す
る
場
合
又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
高
速
道
路
の
維
持
、

修
繕
及
び
災
害
復
旧
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
高
速
道
路
の
道
路
管

修
繕
及
び
災
害
復
旧
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
高
速
道
路
の
道
路
管

理
者
に
代
わ
つ
て
、
そ
の
権
限
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
を
行
う
も
の
と
す

理
者
に
代
わ
つ
て
、
そ
の
権
限
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
を
行
う
も
の
と
す

 
 

る
。

る
。

 
 

一
～
五　

（
略
）

一
～
五　

（
略
）

 

五
の
二　

道
路
法
第
二
十
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
占
用
物
件
等
維
持
修
繕
協

（
新
設
）

 
 

定
を
締
結
す
る
こ
と
。

 
 

六
～
七　

（
略
）

六
～
七　

（
略
）

七
の
二　

道
路
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
会
（
道
路

七
の
二　

道
路
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
会
（
道
路

啓
開
計
画
の
作
成
及
び
変
更
に
関
す
る
協
議
並
び
に
道
路
啓
開
計
画
の
実

啓
開
計
画
の
作
成
及
び
変
更
に
関
す
る
協
議
並
び
に
道
路
啓
開
計
画
の
実

 

施
に
係
る
連
絡
調
整
又
は
道
路
占
用
者
と
の
連
携
に
よ
る
道
路
の
路
面
下

施
に
係
る
連
絡
調
整
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
組
織
す
る
こ
と
。

 

の
点
検
の
実
施
に
関
す
る
協
議
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
組
織
す
る
こ

 
 

と
。

 
 

八
～
十
四　

（
略
）

八
～
十
四　

（
略
）

 

十
五　

下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
四
条
第
六
項
又

（
新
設
）

 
 

は
第
二
十
五
条
の
二
十
三
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
す
る
こ
と
。

 
 

２
～

　

（
略
）

２
～

　

（
略
）

10

10

　

会
社
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
速
道
路
の
道
路
管
理
者
に
代
わ
つ
て

　

会
社
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
速
道
路
の
道
路
管
理
者
に
代
わ
つ
て

11

11

同
項
第
三
号
、
第
五
号
の
二
、
第
七
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
、
第

同
項
第
三
号
、
第
七
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
、
第
十
二
号
の
二
又

十
二
号
の
二
、
第
十
三
号
又
は
第
十
五
号
に
掲
げ
る
権
限
を
行
つ
た
場
合
に

は
第
十
三
号
に
掲
げ
る
権
限
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
そ

 
 

お
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
機
構
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
旨
を
機
構
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
略
）

　

（
略
）

12

12

 
 

（
地
方
道
路
公
社
に
よ
る
道
路
管
理
者
の
権
限
の
代
行
）

（
地
方
道
路
公
社
に
よ
る
道
路
管
理
者
の
権
限
の
代
行
）

第
十
七
条　

地
方
道
路
公
社
は
、
第
十
条
第
一
項
の
許
可
若
し
く
は
第
十
二
条

第
十
七
条　

地
方
道
路
公
社
は
、
第
十
条
第
一
項
の
許
可
若
し
く
は
第
十
二
条

第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
道
路
を
新
設
し
、
若
し
く
は
改
築
す
る
場
合
、
第

第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
道
路
を
新
設
し
、
若
し
く
は
改
築
す
る
場
合
、
第

十
四
条
の
規
定
に
よ
り
道
路
の
維
持
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧
を
行
う
場
合
又

十
四
条
の
規
定
に
よ
り
道
路
の
維
持
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧
を
行
う
場
合
又
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は
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
道
路
の
維
持
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧

は
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
道
路
の
維
持
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧

を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
に
代
わ
つ
て
、
そ
の

を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
に
代
わ
つ
て
、
そ
の

 
 

権
限
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
を
行
う
も
の
と
す
る
。

権
限
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 
 

一
・
二　

（
略
）

一
・
二　

（
略
）

 

二
の
二　

道
路
法
第
二
十
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
占
用
物
件
等
維
持
修
繕
協

（
新
設
）

 
 

定
を
締
結
す
る
こ
と
。

 
 

三
～
七　

（
略
）

三
～
七　

（
略
）

七
の
二　

道
路
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
会
（
道
路

七
の
二　

道
路
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
会
（
道
路

啓
開
計
画
の
作
成
及
び
変
更
に
関
す
る
協
議
並
び
に
道
路
啓
開
計
画
の
実

啓
開
計
画
の
作
成
及
び
変
更
に
関
す
る
協
議
並
び
に
道
路
啓
開
計
画
の
実

 

施
に
係
る
連
絡
調
整
又
は
道
路
占
用
者
と
の
連
携
に
よ
る
道
路
の
路
面
下

施
に
係
る
連
絡
調
整
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
組
織
す
る
こ
と
。

 

の
点
検
の
実
施
に
関
す
る
協
議
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
組
織
す
る
こ

 
 

と
。

 
 

八　

（
略
）

八　

（
略
）

九　

道
路
法
第
三
十
二
条
第
一
項
又
は
第
三
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項

九　

道
路
法
第
三
十
二
条
第
一
項
又
は
第
三
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項

に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り

に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り

許
可
し
、
及
び
同
法
第
三
十
二
条
第
六
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に

許
可
し
、
及
び
同
法
第
三
十
二
条
第
五
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
協
議
し
、
並
び
に
同

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
協
議
し
、
並
び
に
同

法
第
三
十
四
条
及
び
第
八
十
七
条
第
一
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に

法
第
三
十
四
条
及
び
第
八
十
七
条
第
一
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に

お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
当

お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
当

 
 

該
許
可
に
必
要
な
条
件
を
付
す
る
こ
と
。

該
許
可
に
必
要
な
条
件
を
付
す
る
こ
と
。

 
 

十
～
三
十
九　

（
略
）

十
～
三
十
九　

（
略
）

 

四
十　

下
水
道
法
第
四
条
第
六
項
又
は
第
二
十
五
条
の
二
十
三
第
七
項
の
規

（
新
設
）

 
 

定
に
よ
り
協
議
す
る
こ
と
。

２
～
７　

（
略
）

２
～
７　

（
略
）

（
会
社
管
理
高
速
道
路
の
道
路
管
理
者
が
権
限
を
行
う
場
合
の
意
見
の
聴
取

（
会
社
管
理
高
速
道
路
の
道
路
管
理
者
が
権
限
を
行
う
場
合
の
意
見
の
聴
取

 
 

等
）

等
）

第
三
十
条　

道
路
管
理
者
は
、
会
社
管
理
高
速
道
路
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る

第
三
十
条　

道
路
管
理
者
は
、
会
社
管
理
高
速
道
路
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る

権
限
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
機
構
及
び
会
社
の
意
見
を

権
限
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
機
構
及
び
会
社
の
意
見
を

 
 

聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
・
二　

（
略
）

一
・
二　

（
略
）

三　

道
路
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
会
（
道
路
啓
開

三　

道
路
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
会
（
道
路
啓
開

計
画
の
作
成
及
び
変
更
に
関
す
る
協
議
並
び
に
道
路
啓
開
計
画
の
実
施
に

計
画
の
作
成
及
び
変
更
に
関
す
る
協
議
並
び
に
道
路
啓
開
計
画
の
実
施
に

 
係
る
連
絡
調
整
又
は
道
路
占
用
者
と
の
連
携
に
よ
る
道
路
の
路
面
下
の
点

係
る
連
絡
調
整
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
を
組
織
す
る
こ
と
。

 
 

検
の
実
施
に
関
す
る
協
議
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
を
組
織
す
る
こ
と
。

 
 

四
～
十
四　

（
略
）

四
～
十
四　

（
略
）

２　

（
略
）

２　

（
略
）

 
 

（
公
社
管
理
道
路
の
道
路
管
理
者
が
権
限
を
行
う
場
合
の
意
見
の
聴
取
等
）

（
公
社
管
理
道
路
の
道
路
管
理
者
が
権
限
を
行
う
場
合
の
意
見
の
聴
取
等
）

第
三
十
一
条　

道
路
管
理
者
は
、
地
方
道
路
公
社
が
第
十
条
第
一
項
の
許
可
を

第
三
十
一
条　

道
路
管
理
者
は
、
地
方
道
路
公
社
が
第
十
条
第
一
項
の
許
可
を

受
け
て
新
設
し
、
若
し
く
は
改
築
し
、
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
維
持
、
修

受
け
て
新
設
し
、
若
し
く
は
改
築
し
、
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
維
持
、
修

繕
及
び
災
害
復
旧
を
行
い
、
若
し
く
は
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て

繕
及
び
災
害
復
旧
を
行
い
、
若
し
く
は
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て

維
持
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧
を
行
う
道
路
又
は
第
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を

維
持
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧
を
行
う
道
路
又
は
第
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を

受
け
て
新
設
し
、
若
し
く
は
改
築
し
、
若
し
く
は
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り

受
け
て
新
設
し
、
若
し
く
は
改
築
し
、
若
し
く
は
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り

維
持
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧
を
行
う
指
定
都
市
高
速
道
路
（
以
下
「
公
社
管

維
持
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧
を
行
う
指
定
都
市
高
速
道
路
（
以
下
「
公
社
管

理
道
路
」
と
総
称
す
る
。
）
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
権
限
を
行
お
う
と
す

理
道
路
」
と
総
称
す
る
。
）
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
権
限
を
行
お
う
と
す

る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
地
方
道
路
公
社
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば

る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
地
方
道
路
公
社
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば

 
 

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一　

道
路
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
会
（
道
路
啓
開

一　

道
路
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
会
（
道
路
啓
開

計
画
の
作
成
及
び
変
更
に
関
す
る
協
議
並
び
に
道
路
啓
開
計
画
の
実
施
に

計
画
の
作
成
及
び
変
更
に
関
す
る
協
議
並
び
に
道
路
啓
開
計
画
の
実
施
に

 

係
る
連
絡
調
整
又
は
道
路
占
用
者
と
の
連
携
に
よ
る
道
路
の
路
面
下
の
点

係
る
連
絡
調
整
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
を
組
織
す
る
こ
と
。

 
 

検
の
実
施
に
関
す
る
協
議
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
を
組
織
す
る
こ
と
。

 
 

二
～
十
二　

（
略
）

二
～
十
二　

（
略
）

２　

（
略
）

２　

（
略
）
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○　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
六
条
関
係
）

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

 
 

附　

則

附　

則

 
 

第
六
条　

他
の
法
律
で
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
百
三
十
一
条
の
三
第
三
項

第
六
条　

他
の
法
律
で
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
百
三
十
一
条
の
三
第
三
項

に
規
定
す
る
法
律
で
定
め
る
使
用
料
そ
の
他
の
普
通
地
方
公
共
団
体
の
歳
入

に
規
定
す
る
法
律
で
定
め
る
使
用
料
そ
の
他
の
普
通
地
方
公
共
団
体
の
歳
入

 
 

は
、
次
に
掲
げ
る
普
通
地
方
公
共
団
体
の
歳
入
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
普
通
地
方
公
共
団
体
の
歳
入
と
す
る
。

 
 

一
・
二　

（
略
）

一
・
二　

（
略
）

三　

下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
十
八
条
か
ら
第
二

三　

下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
十
八
条
か
ら
第
二

十
条
ま
で
（
第
二
十
五
条
の
三
十
に
お
い
て
第
十
八
条
及
び
第
十
八
条
の

十
条
ま
で
（
第
二
十
五
条
の
三
十
に
お
い
て
第
十
八
条
及
び
第
十
八
条
の

二
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
べ
き
損
傷
等
負

二
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
べ
き
損
傷
負
担

 
 

担
金
、
汚
濁
原
因
者
負
担
金
、
工
事
負
担
金
及
び
使
用
料

金
、
汚
濁
原
因
者
負
担
金
、
工
事
負
担
金
及
び
使
用
料

四　

（
略
）

四　

（
略
）
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○　

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
七
条
関
係
）

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

 
 

（
便
所
）

（
便
所
）

第
三
十
一
条　

下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
八

第
三
十
一
条　

下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
八

号
に
規
定
す
る
処
理
区
域
（
同
法
第
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

号
に
規
定
す
る
処
理
区
域
内
に
お
い
て
は
、
便
所
は
、
水
洗
便
所
（
汚
水
管

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
区
域
を
除
く
。
）
内
に
お
い
て
は

が
下
水
道
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
公
共
下
水
道
に
連
結
さ
れ
た
も
の

 

、
便
所
は
、
水
洗
便
所
（
汚
水
管
が
同
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
公
共

に
限
る
。
）
以
外
の
便
所
と
し
て
は
な
ら
な
い
。

 

下
水
道
に
連
結
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
以
外
の
便
所
と
し
て
は
な
ら
な
い

 
 

。
２　

（
略
）

２　

（
略
）
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〇　

日
本
下
水
道
事
業
団
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
四
十
一
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
八
条
関
係
）

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

 
 

（
業
務
の
範
囲
）

（
業
務
の
範
囲
）

 
 

第
二
十
六
条　

（
略
）

第
二
十
六
条　

（
略
）

 
 

２
・
３　

（
略
）

２
・
３　

（
略
）

４　

事
業
団
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
を
受
託
す
る
場
合
に
お
い
て

４　

事
業
団
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
を
受
託
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
特
別
の
事
情
が
な
い
限
り
、
水
質
環
境
基
準
（
下
水
道
法
第
二
条
の
四

は
、
特
別
の
事
情
が
な
い
限
り
、
水
質
環
境
基
準
（
下
水
道
法
第
二
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
水
質
環
境
基
準
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

第
一
項
に
規
定
す
る
水
質
環
境
基
準
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
が
定
め
ら
れ
た
公
共
用
水
域
の
水
質
を
当
該
水
質
環
境
基
準
に
適
合
さ

。
）
が
定
め
ら
れ
た
公
共
用
水
域
の
水
質
を
当
該
水
質
環
境
基
準
に
適
合
さ

 
 

せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
終
末
処
理
場
等
を
優
先
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
終
末
処
理
場
等
を
優
先
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

 
 

５　

（
略
）

５　

（
略
）

 
 

 
 

（
事
業
団
の
意
見
の
聴
取
）

（
事
業
団
の
意
見
の
聴
取
）

第
三
十
一
条　

下
水
道
管
理
団
体
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
事
業
団
が
特
定
下

第
三
十
一
条　

下
水
道
管
理
団
体
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
事
業
団
が
特
定
下

水
道
工
事
を
行
う
特
定
下
水
道
に
つ
い
て
下
水
道
法
第
四
条
第
七
項
の
公
共

水
道
工
事
を
行
う
特
定
下
水
道
に
つ
い
て
下
水
道
法
第
四
条
第
六
項
の
公
共

下
水
道
の
事
業
計
画
の
変
更
、
同
法
第
二
十
五
条
の
二
十
三
第
八
項
の
流
域

下
水
道
の
事
業
計
画
の
変
更
、
同
法
第
二
十
五
条
の
二
十
三
第
七
項
の
流
域

下
水
道
の
事
業
計
画
の
変
更
又
は
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

下
水
道
の
事
業
計
画
の
変
更
又
は
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

公
示
事
項
の
変
更
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
事
業
団
の

公
示
事
項
の
変
更
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
事
業
団
の

意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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○　

浄
化
槽
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
九
条
関
係
）

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

第
十
二
条
の
四　

市
町
村
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
（
下
水
道
法
第
二
条
第
八

第
十
二
条
の
四　

市
町
村
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
（
下
水
道
法
第
二
条
第
八

号
に
規
定
す
る
処
理
区
域
（
同
法
第
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

号
に
規
定
す
る
処
理
区
域
及
び
同
法
第
五
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
予

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
区
域
を
除
く
。
）
及
び
同
法
第
五

定
処
理
区
域
を
除
く
。
）
の
う
ち
自
然
的
経
済
的
社
会
的
諸
条
件
か
ら
み
て

条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
予
定
処
理
区
域
を
除
く
。
）
の
う
ち
自
然
的

浄
化
槽
に
よ
る
し
尿
及
び
雑
排
水
（
以
下
「
汚
水
」
と
い
う
。
）
の
適
正
な

経
済
的
社
会
的
諸
条
件
か
ら
み
て
浄
化
槽
に
よ
る
し
尿
及
び
雑
排
水
（
以
下

処
理
を
特
に
促
進
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
区
域
を
、
浄
化
槽
処
理

 

「
汚
水
」
と
い
う
。
）
の
適
正
な
処
理
を
特
に
促
進
す
る
必
要
が
あ
る
と
認

促
進
区
域
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

め
ら
れ
る
区
域
を
、
浄
化
槽
処
理
促
進
区
域
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き

 
 

る
。

２
～
４　

（
略
）

２
～
４　

（
略
）

 
 



- 34 -

 
〇　

水
道
原
水
水
質
保
全
事
業
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
八
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
条
関
係
）

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

 
 

(

都
道
府
県
計
画)
(

都
道
府
県
計
画)

 
 

第
五
条　

（
略
）

第
五
条　

（
略
）

 
 

２
～
５　

（
略
）

２
～
５　

（
略
）

６　

都
道
府
県
計
画
は
、
基
本
方
針
に
即
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村
が
地
域
水

６　

都
道
府
県
計
画
は
、
基
本
方
針
に
即
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村
が
地
域
水

道
原
水
水
質
保
全
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
計
画
に
適
合
し
、
か

道
原
水
水
質
保
全
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
計
画
に
適
合
し
、
か

つ
、
都
道
府
県
計
画
に
第
二
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
が
定
め
ら
れ

つ
、
都
道
府
県
計
画
に
第
二
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
が
定
め
ら
れ

る
と
き
は
、
第
四
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
当
該
事
業
に
係
る
も
の

る
と
き
は
、
第
四
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
当
該
事
業
に
係
る
も
の

に
つ
い
て
、
下
水
道
法
第
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
流
域
別
下
水
道
整

に
つ
い
て
、
下
水
道
法
第
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
流
域
別
下
水
道
整

 
 

備
総
合
計
画
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

備
総
合
計
画
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
～

　

（
略
）

７
～

　

（
略
）

10

10
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〇　

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

 
 

（
機
構
の
意
見
の
聴
取
）

（
機
構
の
意
見
の
聴
取
）

第
十
九
条　

特
定
公
共
施
設
の
管
理
者
は
、
前
条
第
一
項
の
同
意
を
し
た
特
定

第
十
九
条　

特
定
公
共
施
設
の
管
理
者
は
、
前
条
第
一
項
の
同
意
を
し
た
特
定

公
共
施
設
に
つ
い
て
次
の
行
為
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め

公
共
施
設
に
つ
い
て
次
の
行
為
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め

 
 

、
機
構
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
機
構
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

一
～
三　

（
略
）

一
～
三　

（
略
）

 
 

四　

下
水
道
法
第
四
条
第
七
項
の
公
共
下
水
道
の
事
業
計
画
の
変
更

四　

下
水
道
法
第
四
条
第
六
項
の
公
共
下
水
道
の
事
業
計
画
の
変
更

五
・
六　

（
略
）

五
・
六　

（
略
）
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〇　

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
二
条
関
係
）

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

 
 

（
流
域
下
水
道
に
関
す
る
特
例
）

（
流
域
下
水
道
に
関
す
る
特
例
）

第
二
十
条　

市
町
村
の
合
併
に
よ
り
、
当
該
市
町
村
の
合
併
前
に
下
水
道
法
（

第
二
十
条　

市
町
村
の
合
併
に
よ
り
、
当
該
市
町
村
の
合
併
前
に
下
水
道
法
（

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
十
三
第
一
項
の
事
業

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
十
三
第
一
項
の
事
業

計
画
に
係
る
流
域
下
水
道
（
同
法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
流
域
下
水
道

計
画
に
係
る
流
域
下
水
道
（
同
法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
流
域
下
水
道

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
下
水
を
排
除
さ
れ
、
又

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
下
水
を
排
除
さ
れ
、
又

は
排
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
区
域
の
全
部
が
合
併
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又

は
排
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
区
域
の
全
部
が
合
併
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又

は
一
部
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
流
域
下
水
道
を
管
理
す
る
都
道
府
県

は
一
部
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
流
域
下
水
道
を
管
理
す
る
都
道
府
県

（
同
法
第
二
十
五
条
の
二
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
流
域
下
水
道
の

（
同
法
第
二
十
五
条
の
二
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
流
域
下
水
道
の

管
理
を
市
町
村
が
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
協
議
に
係
る
都
道
府
県

管
理
を
市
町
村
が
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
協
議
に
係
る
都
道
府
県

）
及
び
全
て
の
合
併
関
係
市
町
村
の
協
議
が
成
立
し
た
と
き
は
、
当
該
市
町

）
及
び
全
て
の
合
併
関
係
市
町
村
の
協
議
が
成
立
し
た
と
き
は
、
当
該
市
町

村
の
合
併
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
移
行
日
（
当
該
市
町
村
の
合
併
が
行
わ
れ
た

村
の
合
併
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
移
行
日
（
当
該
市
町
村
の
合
併
が
行
わ
れ
た

日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
ま
で
の
範
囲

日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
ま
で
の
範
囲

内
に
お
い
て
当
該
協
議
に
よ
り
定
め
る
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

内
に
お
い
て
当
該
協
議
に
よ
り
定
め
る
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
ま
で
の
間
、
当
該
事
業
計
画
（
当
該
市
町
村
の
合
併
が
行
わ
れ
た

同
じ
。
）
ま
で
の
間
、
当
該
事
業
計
画
（
当
該
市
町
村
の
合
併
が
行
わ
れ
た

日
か
ら
移
行
日
ま
で
の
間
に
同
法
第
二
十
五
条
の
二
十
三
第
八
項
に
お
い
て

日
か
ら
移
行
日
ま
で
の
間
に
同
法
第
二
十
五
条
の
二
十
三
第
七
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
し
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の

準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
し
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の

も
の
）
に
係
る
下
水
道
を
流
域
下
水
道
と
み
な
し
て
、
同
法
の
規
定
を
適
用

も
の
）
に
係
る
下
水
道
を
流
域
下
水
道
と
み
な
し
て
、
同
法
の
規
定
を
適
用

 
 

す
る
。

す
る
。

２
・
３　

（
略
）

２
・
３　

（
略
）
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